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議案第４９号

専決処分について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、つぎのとおり専決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。

１ 琴浦町税条例等の一部改正について

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

下記事件を別紙のとおり専決する。

記

琴浦町税条例等の一部改正について

令和 ４ 年 ３ 月３１日

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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令和４年琴浦町条例第15号

琴浦町税条例等の一部を改正する条例

(琴浦町税条例の一部改正)

第１条 琴浦町税条例(平成16年琴浦町条例第57号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(納税証明書の交付手数料) (納税証明書の交付手数料)

第18条の４ 法第20条の10の納税証明書の

交付(法第382条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたもの

の交付を含む。)の手数料は、琴浦町手

数料条例(平成16年琴浦町条例第59号。

以下「手数料条例」という。)の定める

ところによる。ただし、道路運送車両法

第97条の２に規定する証明書について

は、手数料を徴しない。

第18条の４ 法第20条の10の納税証明書の

交付手数料は、琴浦町手数料条例(平成1

6年琴浦町条例第59号。以下「手数料条

例」という。)の定めるところによる。

ただし、道路運送車両法第97条の２に規

定する証明書については、手数料を徴し

ない。

２ 略 ２ 略

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準)

第33条 略 第33条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第36条の３第１項に規定する確定申告書

に特定配当等に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載

があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の特定配当等申告書(町民税の納税

通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。)に特定配当等に係る所得

の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるとき(特定配当等

申告書にその記載がないことについてや



49 － 4

むを得ない理由があると町長が認めると

きを含む。)は、当該特定配当等に係る

所得の金額については、適用しない。た

だし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場

合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の

規定を適用しないことが適当であると町

長が認めるときは、この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申

告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定

申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。)

５ 略 ５ 略

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第36条の３第１項に規定する確定申告書

に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

明細に関する事項その他施行規則に定め

る事項の記載があるときは、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額につ

いては、適用しない。

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金

額に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の特定株式等譲渡所得

金額申告書(町民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同

じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるとき(特定株

式等譲渡所得金額申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由がある

と町長が認めるときを含む。)は、当該

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額については、適用しない。ただし、第

１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる

申告書がいずれも提出された場合におけ

るこれらの申告書に記載された事項その

他の事情を勘案して、この項の規定を適
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用しないことが適当であると町長が認め

るときは、この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申

告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定

申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除)

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33

条第４項に規定する確定申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定配当等の額について法

第２章第１節第５款の規定により配当割

額を課された場合又は同条第６項に規定

する確定申告書に記載した特定株式等譲

渡所得金額に係る所得の金額の計算の基

礎となった特定株式等譲渡所得金額につ

いて同節第６款の規定により株式等譲渡

所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分

の３を乗じて得た金額を、第34条の３及

び前３条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33

条第４項に規定する特定配当等申告書に

記載した特定配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定配当等の額につ

いて法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告

書に記載した特定株式等譲渡所得金額に

係る所得の金額の計算の基礎となった特

定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課

された場合には、当該配当割額又は当該

株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて

得た金額を、第34条の３及び前３条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除

する。

２ 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除

することができなかった金額は、令第48

条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該納税義務者の同項

の確定申告書に係る年の末日の属する年

２ 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除

することができなかった金額は、令第48

条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該納税義務者の同項

の申告書に係る年度分の個人の県民税若
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度の翌年度分の個人の県民税若しくは町

民税に充当し、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金に充当する。

しくは町民税に充当し、若しくは当該納

税義務者の未納に係る徴収金に充当す

る。

３ 略 ３ 略

(町民税の申告) (町民税の申告)

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに、施行規則第５号

の４様式(別表)による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第31

7条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告

書を提出する義務がある者から１月１日

現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所

得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの(公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額(令第48条の９

の７に規定するものを除く。)、小規模

企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額(所得割の納税義

務者(前年の合計所得金額が900万円以下

であるものに限る。)の法第314条の２第

１項第10号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者(前年の合計所得金額が9

5万円以下であるものに限る。)で控除対

象配偶者に該当しないものに係るものを

除く。)若しくは法第314条の２第４項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと

併せて雑損控除額若しくは医療費控除額

の控除、法第313条第８項に規定する純

損失の金額の控除、同条第９項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第34条の７第１項(同項第２号に

掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第

２条第３項に規定する認定特定非営利活

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに、施行規則第５号

の４様式(別表)による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第31

7条の６第１項又は第４項の規定により

給与支払報告書又は公的年金等支払報告

書を提出する義務がある者から１月１日

現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所

得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの(公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額(令第48条の９

の７に規定するものを除く。)、小規模

企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額(所得税法第２条

第１項第33号の４に規定する源泉控除対

象配偶者に係るものを除く。)若しくは

法第314条の２第４項に規定する扶養控

除額の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第31

3条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第34条の

７第１項(同項第２号に掲げる寄附金(特

定非営利活動促進法第２条第３項に規定

する認定特定非営利活動法人及び同条第

４項に規定する特例認定特定非営利活動

法人に対するものを除く。第６項におい

て同じ。)に係る部分を除く。)及び第２

項の規定により控除すべき金額(以下こ
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動法人及び同条第４項に規定する特例認

定特定非営利活動法人に対するものを除

く。第６項において同じ。)に係る部分

を除く。)及び第２項の規定により控除

すべき金額(以下この条において「寄附

金税額控除額」という。)の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条にお

いて「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。)及び第24条第２項に

規定する者(施行規則第２条の２第１項

の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)

については、この限りではない。

の条において「寄附金税額控除額」とい

う。)の控除を受けようとするものを除

く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)

及び第24条第２項に規定する者(施行規

則第２条の２第１項の表の上欄の(二)に

掲げる者を除く。)については、この限

りではない。

２ 前項の規定により申告書を町長に提出

すべき者のうち、前年の合計所得金額が

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除

額の合計額以下である者(施行規則第２

条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除

く。)が提出すべき申告書の様式は、施

行規則第２条第３項ただし書の規定によ

り、町長の定める様式による。

２ 前項の規定により申告書を町長に提出

すべき者のうち、前年の合計所得金額が

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除

額の合計額以下である者(施行規則第２

条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除

く。)が提出すべき申告書の様式は、施

行規則第２条第４項ただし書の規定によ

り、町長の定める様式による。

３～10 略 ３～10 略

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書)

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養

親族申告書)

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者(以下この条に

おいて「給与所得者」という。)で町内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与

等の支払者(以下この条において「給与

支払者」という。)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、町長に提出しなければなら

ない。

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者(以下この条に

おいて「給与所得者」という。)で町内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与

等の支払者(以下この条において「給与

支払者」という。)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、町長に提出しなければなら

ない。
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(１) 略 (１) 略

(２) 所得割の納税義務者(合計所得金

額が1,000万円以下であるものに限

る。)の自己と生計を一にする配偶者

(法第313条第３項に規定する青色事業

専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるもの及び同条第

４項に規定する事業専従者に該当する

ものを除き、合計所得金額が133万円

以下であるものに限る。次条第１項に

おいて同じ。)の氏名

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

２～５ 略 ２～５ 略

(個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書)

(個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族申告書)

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等

(所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受け

る者であって、特定配偶者(所得割の納

税義務者(合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。)の自己と生計を一に

する配偶者(退職手当等(第53条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。)に係る所得を有する者で

あつて、合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。)をいう。第２号におい

て同じ。)又は扶養親族(控除対象扶養親

族であつて退職手当等に係る所得を有し

ない者を除く。)を有する者(以下この条

において「公的年金等受給者」とい

う。)で町内に住所を有するものは、当

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等

(所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受け

る者であって、扶養親族(控除対象扶養

親族を除く。)を有する者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)

で町内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第20

3条の６第１項に規定する公的年金等の

支払者(以下この条において「公的年金

等支払者」という。)から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、町長に提

出しなければならない。
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該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第203条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者(以下この条において「公

的年金等支払者」という。)から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、

町長に提出しなければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 特定配偶者の氏名

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

２～５ 略 ２～５ 略

(法人の町民税の申告納付) (法人の町民税の申告納付)

第48条 略 第48条 略

２～８ 略 ２～８ 略

９ 法第321条の８第62項に規定する特定

法人である内国法人は、第１項の規定に

より、納税申告書により行うこととされ

ている法人の町民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第62項及

び施行規則で定めるところにより、納税

申告書に記載すべきものとされている事

項(次項及び第11項において「申告書記

載事項」という。)を、法第762条第１号

に規定する地方税関係手続用電子情報処

理組織を利用し、かつ、地方税共同機構

(第11項において「機構」という。)を経

由して行う方法により町長に提供するこ

とにより、行わなければならない。

９ 法第321条の８第60項に規定する特定

法人である内国法人は、第１項の規定に

より、納税申告書により行うこととされ

ている法人の町民税の申告については、

同項の規定にかかわらず、同条第60項及

び施行規則で定めるところにより、納税

申告書に記載すべきものとされている事

項(次項及び第11項において「申告書記

載事項」という。)を、法第762条第１号

に規定する地方税関係手続用電子情報処

理組織を利用し、かつ、地方税共同機構

(第11項において「機構」という。)を経

由して行う方法により町長に提供するこ

とにより、行わなければならない。

10～14 略 10～14 略

15 第12項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき、法第321条の８第71項

の処分又は前項の届出書の提出があった

ときは、これらの処分又は届出書の提出

15 第12項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき、法第321条の８第69項

の処分又は前項の届出書の提出があった

ときは、これらの処分又は届出書の提出
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があった日の翌日以後の第12項前段の期

間内に行う第９項の申告については、第

12項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前

段の承認を受けたときは、この限りでな

い。

があった日の翌日以後の第12項前段の期

間内に行う第９項の申告については、第

12項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前

段の承認を受けたときは、この限りでな

い。

16 略 16 略

(特別徴収税額の納入の義務等) (特別徴収税額の納入の義務等)

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴収

し、その徴収の日の属する月の翌月の10

日までに、施行規則第５号の８様式又は

施行規則第２条第３項ただし書の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入申

告書を町長に提出し、及びその納入金を

町に納入しなければならない。

第53条の７ 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴収

し、その徴収の日の属する月の翌月の10

日までに、施行規則第５号の８様式によ

る納入申告書を町長に提出し、及びその

納入金を町に納入しなければならない。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料) (固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第73条の２ 法第382条の２に規定する固

定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。)の

閲覧(法第382条の４に規定する固定資産

課税台帳に住所に代わる事項の記載をし

たものの閲覧を含む。)の手数料は、手

数料条例の定めるところによる。ただ

し、法第416条第３項又は第419条第８項

の規定により公示した期間において納税

義務者の閲覧に供する場合にあっては、

手数料を徴しない。

第73条の２ 法第382条の２に規定する固

定資産課税台帳の閲覧の手数料は、手数

料条例の定めるところによる。ただし、

法第416条第３項又は第419条第８項の規

定により公示した期間において納税義務

者の閲覧に供する場合にあっては、手数

料を徴しない。

２ 略 ２ 略

(固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料)

(固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料)

第73条の３ 法第382条の３に規定する固

定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書(同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。)の交付(法第382

第73条の３ 法第382条の３に規定する固

定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書の交付手数料は、手数料条例の定

めるところによる。
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条の４に規定する当該証明書に住所に代

わる事項の記載をしたものの交付を含

む。)の手数料は、手数料条例の定める

ところによる。

２ 略 ２ 略

附 則 附 則

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年

度までの各年度分の個人の町民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第41条又は第41

条の２の２の規定の適用を受けた場合

(居住年が平成11年から平成18年まで又

は平成21年から令和７年までの各年であ

る場合に限る。)において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第５項(同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第34条の３及

び第34条の６の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年

度までの各年度分の個人の町民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第41条又は第41

条の２の２の規定の適用を受けた場合

(居住年が平成11年から平成18年まで又

は平成21年から令和３年までの各年であ

る場合に限る。)において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第５項(同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第34条の３及

び第34条の６の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。

２ 略 ２ 略

(法附則第15条第２項第１号等の条例で

定める割合)

(法附則第15条第２項第１号等の条例で

定める割合)

第10条の２ 略 第10条の２ 略

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する

町の条例で定める割合は５分の４とす

る。

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する

町の条例で定める割合は４分の３とす

る。

３ 法附則第15条第15項に規定する町の条

例で定める割合は５分の３(都市再生特

別措置法(平成14年法律第22号)第２条第

５項に規定する特定都市再生緊急整備地

域における法附則第15条第15項に規定す

る町の条例で定める割合は２分の１)と

する。

３ 法附則第15条第16項に規定する町の条

例で定める割合は５分の３(都市再生特

別措置法(平成14年法律第22号)第２条第

５項に規定する特定都市再生緊急整備地

域における法附則第15条第16項に規定す

る町の条例で定める割合は２分の１)と

する。
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４ 法附則第15条第22項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

４ 法附則第15条第23項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

５ 法附則第15条第23項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とす

る。

５ 法附則第15条第24項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とす

る。

６ 法附則第15条第23項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

６ 法附則第15条第24項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

７ 法附則第15条第23項第３号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

７ 法附則第15条第24項第３号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

８ 法附則第15条第24項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とす

る。

８ 法附則第15条第25項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とす

る。

９ 法附則第15条第24項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

９ 法附則第15条第25項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とす

る。

10 法附則第15条第26項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

10 法附則第15条第27項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

11 法附則第15条第26項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

11 法附則第15条第27項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

12 法附則第15条第26項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

12 法附則第15条第27項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

13 法附則第15条第26項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

13 法附則第15条第27項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は３分の２とする。

14 法附則第15条第26項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。

14 法附則第15条第27項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。

15 法附則第15条第26項第２号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。

15 法附則第15条第27項第２号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。
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16 法附則第15条第26項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。

16 法附則第15条第27項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は４分の３とする。

17 法附則第15条第26項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。

17 法附則第15条第27項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。

18 法附則第15条第26日項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

18 法附則第15条第27項第３号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。

19 法附則第15条第26項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。

19 法附則第15条第27項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。

20 法附則第15条第29項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

20 法附則第15条第30項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

21 法附則第15条第33項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

21 法附則第15条第34項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。

22 法附則第15条第34項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

22 法附則第15条第35項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

23 法附則第15条第39項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

23 法附則第15条第42項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。

24 法附則第15条第43項に規定する町の条

例で定める割合は３分の１とする。

24 法附則第15条第46項に規定する町の条

例で定める割合は３分の１とする。

25 法附則第 15 条第 44 項に規定する市町

村の条例で定める割合は４分の３とす

る。

26 略 25 略

27 略 26 略

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告)

第10条の３ 略 第10条の３ 略

２～８ 略 ２～８ 略

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適
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の適用を受けようとする者は、同条第９

項に規定する熱損失防止改修工事等が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第９項各号に掲げる書類を添付して町

長に提出しなければならない。

用を受けようとする者は、同条第９項に

規定する熱損失防止改修工事が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 熱損失防止改修工事等が完了した

年月日

(４) 熱損失防止改修工事が完了した年

月日

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等

(５) 熱損失防止改修工事に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補

助金等

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月を経過した後に申告書を提

出する場合には、３月以内に提出する

ことができなかった理由

(６) 熱損失防止改修工事が完了した日

から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出するこ

とができなかった理由

10 略 10 略

11 法附則第15条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

５項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第15条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工

事等が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第11項各号に掲げる書類を添

付して町長に提出しなければならない。

11 法附則第15条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅又は同条第５

項に規定する特定熱損失防止改修住宅専

有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第15条の９

第９項に規定する熱損失防止改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第11項各号に掲げる書類を添付して

町長に提出しなければならない。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 熱損失防止改修工事等が完了した

年月日

(４) 熱損失防止改修工事が完了した年

月日

(５) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等

(５) 熱損失防止改修工事に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補

助金等

(６) 熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月を経過した後に申告書を提

(６) 熱損失防止改修工事が完了した日

から３月を経過した後に申告書を提出
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出する場合には、３月以内に提出する

ことができなかった理由

する場合には、３月以内に提出するこ

とができなかった理由

12及び13 略 12及び13 略

(宅地等に対して課する令和３年度から

令和５年度までの各年度分の固定資産税

の特例)

(宅地等に対して課する令和３年度から

令和５年度までの各年度分の固定資産税

の特例)

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格(当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３の２の規

定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。)に100分

の５(商業地等に係る令和４年度分の固

定資産税にあつては、100分の2.5)を乗

じて得た額を加算した額(令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第349

条の３又は附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額

(以下「宅地等調整固定資産税額」とい

う。)を超える場合には、当該宅地等調

整固定資産税額とする。

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格(当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３の２の規

定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。)に100分

の５を乗じて得た額を加算した額(令和

３年度分の固定資産税にあっては、前年

度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額)を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定

資産税額(以下「宅地等調整固定資産税

額」という。)を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。

２～５ 略 ２～５ 略

(上場株式等に係る配当所得等に係る町

民税の課税の特例)

(上場株式等に係る配当所得等に係る町

民税の課税の特例)
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第16条の３ 略 第16条の３ 略

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第

８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等(以下この項において「特定

上場株式等の配当等」という。)に係る

配当所得に係る部分は、町民税の所得割

の納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所得

につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第

８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等(以下この項において「特定

上場株式等の配当等」という。)に係る

配当所得に係る部分は、町民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配

当等の支払を受けるべき年の翌年の４月

１日の属する年度分の町民税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得に

つき前項の規定の適用を受けようとする

旨の記載のある第33条第４項に規定する

特定配当等申告書を提出した場合(次に

掲げる場合を除く。)に限り適用するも

のとし、町民税の所得割の納税義務者が

前年中に支払を受けるべき特定上場株式

等の配当等に係る配当所得について同条

第１項及び第２項並びに第34条の３の規

定の適用を受けた場合には、当該納税義

務者が前年中に支払を受けるべき他の特

定上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついて、前項の規定は、適用しない。

(１) 第33条第４項ただし書の規定の適

用がある場合

(２) 第33条第４項第１号に掲げる申告

書及び同項第２号に掲げる申告書がい

ずれも提出された場合におけるこれら

の申告書に記載された事項その他の事

情を勘案して、前項の規定を適用しな

いことが適当であると町長が認めると

き。

３ 略 ３ 略

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民

税の課税の特例)

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民

税の課税の特例)

第17条の２ 略 第17条の２ 略
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２ 略 ２ 略

３ 第１項(前項において準用する場合を

含む。)の場合において、所得割の納税

義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の４ま

で、第34条から第35条の３まで、第36条

の２、第36条の５、第37条、第37条の４

から第37条の６まで又は第37条の８の規

定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。

３ 第１項(前項において準用する場合を

含む。)の場合において、所得割の納税

義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の４ま

で、第34条から第35条の３まで、第36条

の２、第36条の５、第37条、第37条の４

から第37条の６まで、第37条の８又は第

37条の９の規定の適用を受けるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例)

第20条の２ 略 第20条の２ 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る第

36条の3第1項に規定する確定申告書に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるときに限り、適用する。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の第36条の２第１項の規定

による申告書(その提出期限までに提出

されたもの及び提出期限後において町民

税の納税通知書が送達される時までに提

出されたものに限り、その時までに提出

された第36条の３第１項に規定する確定

申告書を含む。)に前項後段の規定の適

用を受けようとする旨の記載があるとき

(これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると町長

が認めるときを含む。)に限り、適用す

る。

５ 略 ５ 略

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の町民税の課税の特例)

第20条の３ 略 第20条の３ 略

２及び３ 略 ２及び３ 略
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４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る第

36条の3第1項に規定する確定申告書に前

項後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるときに限り、適用する。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の条約適用配当等申告書

(町民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。)に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき(条約適用配当等申告書

にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると町長が認めるときを含

む。)に限り、適用する。ただし、第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合における

これらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、同項後段の規定を適

用しないことが適当であると町長が認め

るときは、この限りでない。

(１) 第36条の２第１項の規定による申

告書

(２) 第36条の３第１項に規定する確定

申告書(同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたとみなされる場

合における当該確定申告書に限る。)

５ 略 ５ 略

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１項の規定の適用がある場合(第３項

後段の規定の適用がある場合を除く。)

における第34条の９の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは附則第20条の３第

３項前段に規定する条約適用配当等(以

下「条約適用配当等」という。)に係る

所得が生じた年分の所得税に係る同条第

４項に規定する確定申告書にこの項の規

定の適用を受けようとする旨及び当該条

約適用配当等に係る所得の明細に関する

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１項の規定の適用がある場合(第３項

後段の規定の適用がある場合を除く。)

における第34条の９の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは附則第20条の３第

３項前段に規定する条約適用配当等(以

下「条約適用配当等」という。)に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の同条第４項に規定する条約適

用配当等申告書にこの項の規定の適用を

受けようとする旨及び当該条約適用配当
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事項の記載がある場合であって、当該条

約適用配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった条約適用配当等の額につい

て租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法

律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第３条の２

の２第１項の規定及び法第２章第１節第

５款の規定により配当割額を課されたと

き、又は第33条第６項」と、同条第３項

中「法第37条の４」とあるのは「租税条

約等実施特例法第３条の２の２第９項の

規定により読み替えて適用される法第37

条の４」とする。

等に係る所得の明細に関する事項の記載

がある場合(条約適用配当等申告書にこ

れらの記載がないことについてやむを得

ない理由があると町長が認めるときを含

む。)であって、当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条

約適用配当等の額について租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律(昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。)第３条の２の２第１項の

規定及び法第２章第１節第５款の規定に

より配当割額を課されたとき、又は第33

条第６項」と、同条第３項中「法第37条

の４」とあるのは「租税条約等実施特例

法第３条の２の２第９項の規定により読

み替えて適用される法第37条の４」とす

る。

(新型コロナウイルス感染症等に係る住

宅借入金等特別税額控除の特例)

第26条 所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき新型コロナウイルス感染症特

例法第６条第４項の規定の適用を受けた

場合における附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは、「令和16年度」と

する。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき新型コロナウイルス感染症特例法

第６条の２第１項の規定の適用を受けた

場合における附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは「令和17年度」と、

「令和３年」とあるのは「令和４年」と

する。
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(琴浦町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第２条 琴浦町税条例等の一部を改正する条例(令和３年琴浦町条例第 16 号)の

一部を次のように改正する。

第１条の規定中第36条の３の３及び附則の改正規定を次のように改める。

改正後 改正前

(個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書)

(個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書)

第 36 条の３の３ 所得税法第 203 条の 6

第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者又は法の

施行地において同項に規定する公的年金

等(所得税法第 203 条の 7の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という。)の支払を受

ける者であって、特定配偶者(所得割の

納税義務者(合計所得金額が 900 万円以

下であるものに限る。)の自己と生計を

一にする配偶者(退職手当等に限る。以

下この項において同じ。)に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が 95

万円以下であるものに限る。)をいう。

第２号において同じ。)又は扶養親族(年

齢 16歳未満の者又は控除対象扶養親族

であって退職手当等に係る所得を有する

者に限る。)を有する者(以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。)で

町内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき所得税法第 203

条の６第１項に規定する公的年金等の支

払者(以下この条において「公的年金等

支払者」という。)から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、

第 36 条の３の３ 所得税法第 203 条の 6

第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者又は法の

施行地において同項に規定する公的年金

等(所得税法第 203 条の 7の規定の適用

を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という。)の支払を受

ける者であって、特定配偶者(所得割の

納税義務者(合計所得金額が 900 万円以

下であるものに限る。)の自己と生計を

一にする配偶者(退職手当等に限る。以

下この項において同じ。)に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が 95

万円以下であるものに限る。)をいう。

第２号において同じ。)又は扶養親族(控

除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有しない者を除く。)を有する

者(以下この条において「公的年金等受

給者」という。)で町内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第 203 条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者(以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という。)

から毎年最初に公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めると
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第３条 琴浦町税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、町長に提出し

なければならない。

ころにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由

して、町長に提出しなければならない。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 公的年金等受給者は、第 1項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき公的

年金等支払者が令第 48条の９の７の３

において準用する令第８条の２の２に規

定する要件を満たす場合には、施行規則

で定めるところにより、当該申告書の提

出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。

５ 略

４ 公的年金等受給者は、第 1項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき公的

年金等支払者が所得税法第 203 条の６第

６項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。

５ 略

改正後 改正前

附 則 附 則

(町民税に関する経過措置) (町民税に関する経過措置)

第２条 略

２ 略

３ 新条例の規定中第 24 条第２項及び第

36条の３の３第１項並びに附則第５条

第１項の規定は、令和６年度以後の年度

分の個人の町民税について適用し、令和

５年度分までの個人の町民税について

は、なお従前の例による。

第２条 略

２ 略

３ 新条例の規定中個人の町民税に関す

る部分は、令和６年度以後の年度分の個

人の町民税について適用し、令和５年度

分までの個人の町民税については、なお

従前の例による。
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附 則

(施行期日)

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中琴浦町税条例第 36 条の３の２の見出し及び第１項、第 36 条

の３の３の見出し及び第１項の改正規定、同条例附則第７条の３の２第１

項及び第 17 条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第 26 条を削る改正

規定並びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和

５年１月１日

(２) 第１条中琴浦町税条例第 33 条第４項及び第６項、第 34 条の９第１項

及び第２項、第 36 条の２第１項ただし書及び第２項、第 53 条の７の改正

規定並びに同条例附則第 16 条の３第２項、第 20 条の２第４項並びに第 20

条の３第４項及び第６項の改正規定並びに第３条の規定並びに附則第３条

第３項の規定 令和６年１月１日

(３) 第１条中琴浦町税条例第 18 条の４第１項の改正規定、同条例第 73 条

の２第１項の改正規定(「固定資産課税台帳」の次に「(同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)及び

同条例第 73 条の３第１項の改正規定(「事項の証明書」の次に「(同条ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)並

びに次条並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 民法等の一部を改正

する法律(令和３年法律第 24 号)附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日

(納税証明書に関する経過措置)

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の琴浦町税条例第 18 条の４第１

項(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 382 条の４に係る部分に限る。)の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第 20 条の 10 の規定に

よる証明書の交付について適用する。

(町民税に関する経過措置)
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第３条 第１条の規定による改正後の琴浦町税条例(以下「新条例」という。)第

36 条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日(以

下この項及び次項において「１号施行日」という。)以後に支払を受けるべき

第 36 条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項

に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条

の規定による改正前の琴浦町税条例(次項において「旧条例」という。)第 36

条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規

定する申告書については、なお従前の例による。

２ 新条例第 36 条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべ

き所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 203 条の６第１項に規定する公的年金

等(同法第 203 条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)について提出する新条例第 36 条の３の３第１項に

規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金

等について提出した旧条例第 36 条の３の３第１項に規定する申告書について

は、なお従前の例による。

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の琴浦町税条例の規定中個人の

町民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税について適

用し、令和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。

２ 令和２年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律(令和４年法律第１号)第１条の規定による改正前の地

方税法附則第 15 条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。
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３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の琴浦町税条例第 73 条の２第

１項(地方税法第 382 条の４に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日以後にされる同法第 382 条の２の規定による固定資産課税台帳

(同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧につい

て適用する。

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の琴浦町税条例第 73 条の３第

１項(地方税法第 382 条の４に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日以後にされる同法第 382 条の３の規定による証明書(同条ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。
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議案第５０号

専決処分について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

つぎのとおり専決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。

１ 琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

下記事件を別紙のとおり専決する。

記

琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について

令和 ４ 年 ３ 月３１日

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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令和４年琴浦町条例第16号

琴浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

琴浦町国民健康保険税条例(平成17年琴浦町条例第16号)の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で

示すように改正する。

改正後 改正前

(課税額) (課税額)

第２条 略 第２条 略

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前

条第２項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が65万

円を超える場合においては、基礎課税額

は、65万円とする。

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前

条第２項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が63万

円を超える場合においては、基礎課税額

は、63万円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び資産割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が20

万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、20万円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び資産割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が19

万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、19万円とする。

４ 略 ４ 略

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する
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附 則

(施行期日)

国民健康保険税の額は、第２条第２項本

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が65万円を超える場合には、65万円)、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が20万円を超

える場合には、20万円)並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17

万円)の合算額とする。

国民健康保険税の額は、第２条第２項本

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が63万円を超える場合には、63万円)、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が19万円を超

える場合には、19万円)並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17

万円)の合算額とする。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

附 則 附 則

(公的年金等に係る所得に係る国民健康

保険税の課税の特例)

(公的年金等に係る所得に係る国民健康

保険税の課税の特例)

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第3

5条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額(年齢65歳以上である者に

係るものに限る。)の控除を受けた場合に

おける第23条第１項の規定の適用につい

ては、同項中「法第703条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額」と

あるのは「法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額(所得税法第35条第３項に

規定する公的年金等に係る所得について

は、同条第２項第１号の規定によって計

算した金額から15万円を控除した金額に

よるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とす

る。

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第3

5条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的

年金等控除額(年齢65歳以上である者に

係るものに限る。)の控除を受けた場合に

おける第23条第１項の規定の適用につい

ては、同条中「法第703条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額」と

あるのは「法第703条の５第１項に規定す

る総所得金額(所得税法第35条第３項に

規定する公的年金等に係る所得について

は、同条第２項第１号の規定によって計

算した金額から15万円を控除した金額に

よるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とす

る。
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１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

(適用区分)

２ この条例による改正後の琴浦町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。
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議案第５１号

専決処分について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

つぎのとおり専決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。

１ 令和３年度琴浦町一般会計補正予算（第１３号）

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



51 - 2

専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

下記事件を別紙のとおり専決する。

記

令和３年度琴浦町一般会計補正予算（第１３号）

令和 ４ 年 ３ 月３１日

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子
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項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条

地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
２
表

地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
の
補
正
）

第
３
条

繰
越
明
許
費
の
追
加
・
変
更
は
、
「
第
３
表

繰
越
明
許
費
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
３
月
３
１
日

専
決

琴
浦

町
長

福
本
ま
り
子



歳
　

入
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
５
．

国
庫

支
出

金
1
,
8
6
5
,
1
8
7

1
0
,
0
0
0

1
,
8
7
5
,
1
8
7

２
．

国
庫
補
助
金

1
,
0
7
3
,
4
5
4

1
0
,
0
0
0

1
,
0
8
3
,
4
5
4

１
６
．

県
支

出
金

1
,
5
5
7
,
8
0
7

2
2
5

1
,
5
5
8
,
0
3
2

２
．

県
補
助
金

1
,
1
6
8
,
7
4
9

2
2
5

1
,
1
6
8
,
9
7
4

１
７
．

財
産

収
入

2
2
,
8
0
5

7
6
1

2
3
,
5
6
6

１
．

財
産
運
用
収
入

2
2
,
6
0
5

7
6
1

2
3
,
3
6
6

２
２
．

町
債

5
8
8
,
4
3
0

0
5
8
8
,
4
3
0

１
．

町
債

5
8
8
,
4
3
0

0
5
8
8
,
4
3
0

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
3
,
0
4
2
,
4
6
0

1
0
,
9
8
6

1
3
,
0
5
3
,
4
4
6

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

出
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

２
．

総
務

費
2
,
8
6
2
,
9
6
3

1
0
,
7
4
6

2
,
8
7
3
,
7
0
9

１
．

総
務
管
理
費

2
,
6
7
7
,
8
9
6

1
0
,
7
4
6

2
,
6
8
8
,
6
4
2

５
．

農
林

水
産

業
費

1
,
3
6
9
,
9
8
9

1
0

1
,
3
6
9
,
9
9
9

１
．

農
業
費

1
,
3
1
5
,
8
4
5

6
1
,
3
1
5
,
8
5
1

２
．

林
業
費

4
7
,
8
1
1

4
4
7
,
8
1
5

６
．

商
工

費
1
4
0
,
1
6
9

2
1
4
0
,
1
7
1

１
．

商
工
費

1
4
0
,
1
6
9

2
1
4
0
,
1
7
1

７
．

土
木

費
9
0
4
,
6
9
9

6
8

9
0
4
,
7
6
7

２
．

道
路
橋
梁
費

4
5
5
,
4
5
6

0
4
5
5
,
4
5
6

４
．

都
市
計
画
費

3
4
4
,
9
8
9

1
3

3
4
5
,
0
0
2

５
．

住
宅
費

6
1
,
6
2
6

5
5

6
1
,
6
8
1

９
．

教
育

費
9
1
5
,
3
0
1

8
9
1
5
,
3
0
9

１
．

教
育
総
務
費

1
9
1
,
5
4
6

7
1
9
1
,
5
5
3

５
．

保
健
体
育
費

2
4
6
,
8
5
4

1
2
4
6
,
8
5
5

１
２
．

諸
支

出
金

6
5
,
5
3
4

1
5
2

6
5
,
6
8
6

１
．

諸
費

6
5
,
5
3
4

1
5
2

6
5
,
6
8
6

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
3
,
0
4
2
,
4
6
0

1
0
,
9
8
6

1
3
,
0
5
3
,
4
4
6

－
　
２
　
－



1
.
変

更
（
単
位
：
千
円
）

1
.
追

加
（
単
位
：
千
円
）

2
.
変

更
（
単
位
：
千
円
）

第
　

２
　

表
　

　
地

　
方

　
債

　
補

　
正

 
補
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前

補
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後

　

・
定

住
促

進
事

業
（
過
疎
債
対
策
事
業
債
）

1
,
8
0
0
 
証
書
借
入

2
,
2
0
0

補
正
前

補
正
前

補
正
前

 
又
は
証
券

に
同
じ

に
同
じ

に
同
じ

・
地

域
づ

く
り

事
業
（
過
疎
対
策
事
業
債
）

1
,
5
0
0
 
発
行

1
,
3
0
0

・
町

道
橋

梁
点

検
事
業
（
過
疎
対
策
事
業
債
）

2
,
1
0
0

1
,
9
0
0

第
 
 
３

 
 
表

 
 
 
 
 
 
繰

　
越

　
明

　
許

　
費

　
補

　
正

款
項

事
　
業
　
名

金
　
額

 
 
6
．

商
工

費
 
 
1
．
商
工
費

　
物
産
館
こ
と
う
ら
ス
ラ
イ
ド
扉
修
繕
事
業

9
9
7

補
正
前

補
正
後

事
業
名

金
額

事
業
名

金
額

5
．

農
林

水
産

業
費

1
．
農
業
費

　
新
規
就
農
者
住
宅
跡
地
造
成
工
事

1
0
,
0
1
3
　
新
規
就
農
者
住
宅
跡
地
造
成
工
事

1
2
,
5
2
6

5
．

農
林

水
産

業
費

1
．
農
業
費

　
県
営
基
幹
水
利
施
設
更
新
事
業

3
9
,
6
5
8
　
県
営
基
幹
水
利
施
設
更
新
事
業

3
9
,
6
9
8

1
0
．

災
害

復
旧

費
1
.
 
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

　
現
年
発
生
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

1
6
9
,
1
6
6
　
現
年
発
生
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業

1
7
8
,
0
6
1

1
0
．

災
害

復
旧

費
1
.
 
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

　
現
年
発
生
農
地
小
災
害
復
旧
事
業

2
,
1
4
9
　
現
年
発
生
農
地
小
災
害
復
旧
事
業

3
,
0
5
0

1
0
．

災
害

復
旧

費
1
.
 
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

　
現
年
発
生
農
業
用
施
設
小
災
害
復
旧
事
業

3
,
7
0
8
　
現
年
発
生
農
業
用
施
設
小
災
害
復
旧
事
業

4
,
6
8
7

1
0
．

災
害

復
旧

費
1
.
 
農
林
水
産
業
災
害
復
旧
費

　
現
年
発
生
林
道
災
害
復
旧
事
業

1
5
,
6
8
5
　
現
年
発
生
林
道
災
害
復
旧
事
業

1
6
,
2
2
6

－
　
３
　
－

起
債
の
目
的

限
度

額
起
債
の

方
　
法

利
 
 
 
 
 
 
率

償
 
還
 
の
 
方
 
法

限
度
額

起
債
の

方
　
法

利
 
率

償
還
の

方
 
法

款
項

　
年
3
.
5
%
以
内
（
但
し
、
利
率

見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
資

金
に
つ
い
て
利
率
の
見
直
し
を

行
っ
た
後
に
お
い
て
は
、
当
該

見
直
し
後
の
利
率
）
 

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ

の
融
資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ

の
他
の
場
合
に
は
、
そ
の
債
権

者
と
協
定
す
る
。

　
但
し
、
財
政
の
都
合
に
よ
り

据
置
期
間
及
び
償
還
期
限
を
短

縮
、
延
長
も
し
く
は
繰
上
償
還

又
は
、
低
利
債
に
借
換
え
す
る

こ
と
が
で
き
る
。



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　

入
）

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
５

．
国

庫
支

出
金

1
,
8
6
5
,
1
8
7

1
0
,
0
0
0

1
,
8
7
5
,
1
8
7

１
６

．
県

支
出

金
1
,
5
5
7
,
8
0
7

2
2
5

1
,
5
5
8
,
0
3
2

１
７

．
財

産
収

入
2
2
,
8
0
5

7
6
1

2
3
,
5
6
6

　
　

　
　

 
歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
3
,
0
4
2
,
4
6
0

1
0
,
9
8
6

1
3
,
0
5
3
,
4
4
6

－
　
４
　
－



（
歳

　
出

）
一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

款
補
正
前

の
額

補
正
額

計
特
　
　
　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

2
.
総

務
費

2
,
8
6
2
,
9
6
3

1
0
,
7
4
6

2
,
8
7
3
,
7
0
9

2
0
0

5
2
6

1
0
,
0
2
0

5
.
農

林
水

産
業
費

1
,
3
6
9
,
9
8
9

1
0

1
,
3
6
9
,
9
9
9

2
2
5

1
0

△
2
2
5

6
.
商

工
費

1
4
0
,
1
6
9

2
1
4
0
,
1
7
1

1
0
2

△
1
0
0

7
.
土

木
費

9
0
4
,
6
9
9

6
8

9
0
4
,
7
6
7

1
0
,
0
0
0

△
2
0
0

6
8

△
9
,
8
0
0

9
.
教

育
費

9
1
5
,
3
0
1

8
9
1
5
,
3
0
9

8

1
2
.
諸

支
出

金
6
5
,
5
3
4

1
5
2

6
5
,
6
8
6

1
5
2

 
歳

 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
計

1
3
,
0
4
2
,
4
6
0

1
0
,
9
8
6

1
3
,
0
5
3
,
4
4
6

1
0
,
2
2
5

7
1
4

4
7

－
　
５
　
－

一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款

）
 
1
5
.
 
国

庫
支

出
金
 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
国
庫
補
助
金

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

4
.
土

木
費

補
助

金
1
8
3
,
7
4
7

1
0
,
0
0
0

1
9
3
,
7
4
7

3
.
除
雪
費
補
助
金

1
0
,
0
0
0
臨
時
道
路
除
雪
事
業
補
助
金

1
0
,
0
0
0

　
 
　

　
計

1
,
0
7
3
,
4
5
4

1
0
,
0
0
0

1
,
0
8
3
,
4
5
4

（
款

）
 
1
6
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
県
補
助
金

4
.
農

林
水

産
業

費
補
助
金

7
1
6
,
1
9
1

2
2
5

7
1
6
,
4
1
6

2
.
林
業
費
補
助
金

2
2
5
作
業
道
災
害
復
旧
対
策
事
業
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
5

　
 
　

　
計

1
,
1
6
8
,
7
4
9

2
2
5

1
,
1
6
8
,
9
7
4

（
款

）
 
1
7
.
 
財

産
収

入
 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
財
産
運
用
収
入

2
.
利

子
及

び
配

当
金

1
4
,
0
2
9

7
6
1

1
4
,
7
9
0

1
.
利
子
及
び
配
当
金

7
6
1
減
債
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
1

土
地
開
発
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
5

公
共
施
設
等
建
設
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
4

光
フ
ァ
イ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
施
設
基
金
利

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3

子 船
上
山
万
本
桜
公
園
整
備
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

下
水
道
事
業
推
進
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3

平
岩
教
育
福
祉
振
興
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

林
原
育
英
奨
学
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

聖
郷
小
学
校
門
脇
教
育
図
書
購
入
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

農
業
集
落
排
水
事
業
推
進
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

地
域
振
興
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
7
8

ふ
る
さ
と
未
来
夢
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9

コ
ー
ポ
ラ
ス
こ
と
う
ら
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5

森
林
環
境
譲
与
税
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

赤
碕
中
学
校
区
小
学
校
図
書
購
入
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

－
　
６
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

未
来
人
材
奨
学
金
返
還
支
援
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
地
方
創
生
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

積
立
金

　
 
　

　
計

2
2
,
6
0
5

7
6
1

2
3
,
3
6
6

（
款

）
 
2
2
.
 
町

債
 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
町
債

2
.
総

務
債

8
2
,
5
0
0

2
0
0

8
2
,
7
0
0

2
.
過
疎
対
策
事
業
債

2
0
0
定
住
促
進
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
0

地
域
づ
く
り
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0
0

4
.
土

木
債

1
7
4
,
0
0
0

△
2
0
0

1
7
3
,
8
0
0

4
.
過
疎
対
策
事
業
債

△
2
0
0
町
道
橋
梁
点
検
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0
0

　
 
　

　
計

5
8
8
,
4
3
0

0
5
8
8
,
4
3
0

－
　
７
　
－



３
．

歳
　

出

（
款

）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（
項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

3
.
財

政
管

理
費

1
,
1
7
3
,
1
7
0

1
0
,
7
3
3

1
,
1
8
3
,
9
0
3

5
1
3

1
0
,
2
2
0

2
4
.
積
立
金

1
0
,
7
3
3
財
政
調
整
基
金
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
1
2
0

減
債
基
金
利
子
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
1

公
共
施
設
等
建
設
基
金
利
子
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
4

地
域
振
興
基
金
利
子
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
7
8

ふ
る
さ
と
未
来
夢
基
金
利
子
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
地
方
創
生
基
金
利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

積
立
金

6
.
C
A
T
V
管

理
費

7
5
,
1
4
5

1
3

7
5
,
1
5
8

1
3

2
4
.
積
立
金

1
3
光
フ
ァ
イ
バ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
施
設
基
金
利

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3

子
積
立
金

7
.
企

画
費

2
2
4
,
6
8
0

0
2
2
4
,
6
8
0

2
0
0

△
2
0
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議案第５２号

琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町国民健康保険税条例の一部を改正することに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規

定により、本議会の議決を求める。

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

琴浦町国民健康保険税条例(平成17年琴浦町条例第16号)の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示

すように改正する。

改正後 改正前

(課税額) (課税額)

第２条 略 第２条 略

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前

条第２項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が65万円を超える場

合においては、基礎課税額は、65万円と

する。

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前

条第２項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が65万

円を超える場合においては、基礎課税額

は、65万円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が20万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、20万円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び資産割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が20

万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、20万円とする。

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、

介護納付金課税被保険者である世帯主

(前条第２項の世帯主を除く。)及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者均

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、

介護納付金課税被保険者である世帯主

(前条第２項の世帯主を除く。)及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び資産割額並び
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等割額及び世帯別平等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が17万円を超え

る場合においては、介護納付金課税額は、

17万円とする。

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。ただし、当該合算額が1

7万円を超える場合においては、介護納付

金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額)

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期

日の属する年の前年の所得に係る地方税

法(昭和25年法律第226号。以下「法」と

いう。)第314条の２第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合計額から

同条第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額の合計額

(以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。)に100分の8.20を乗じて算定する。

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期

日の属する年の前年の所得に係る地方税

法(昭和25年法律第226号。以下「法」と

いう。)第314条の２第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合計額から

同条第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額の合計額

(以下「基礎控除後の総所得金額等」とい

う。)に100分の6.50を乗じて算定する。

２ 略 ２ 略

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の資産割額)

第４条 削除 第４条 第２条第２項の資産割額は、当該

年度分の固定資産税額のうち、土地及び

家屋に係る部分の額に100分の23.0を乗

じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額))

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額))

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額

は、被保険者１人について24,000円とす

る。

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額

は、被保険者１人について21,500円とす

る。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額)

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第６条第８号の規定によ

り被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後

(１) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国

民健康保険法第６条第８号の規定によ

り被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日以後
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継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。)と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって同日の

属する月(以下この号において「特定

月」という。)以後５年を経過する月ま

での間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。)をいう。

次号、第７条の３及び第23条第１項に

おいて同じ。)及び特定継続世帯(特定

同一世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって特定月

以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。第３号、第

７条の３及び第23条第１項において同

じ。)以外の世帯 23,300円

継続して同一の世帯に属するものをい

う。以下同じ。)と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって同日の

属する月(以下この号において「特定

月」という。)以後５年を経過する月ま

での間にあるもの(当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。)をいう。

次号、第７条の３及び第23条第１項に

おいて同じ。)及び特定継続世帯(特定

同一世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって特定月

以後５年を経過する月の翌月から特定

月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。第３号、第

７条の３及び第23条第１項において同

じ。)以外の世帯 21,500円

(２) 特定世帯 11,650円 (２) 特定世帯 10,750円

(３) 特定継続世帯 17,475円 (３) 特定継続世帯 16,125円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の所得割額)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の所得割額)

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.80を

乗じて算定する。

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎

控除後の総所得金額等に100分の2.40を

乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の資産割額)

第７条 削除 第７条 第２条第３項の資産割額は、当該

年度分の固定資産税額のうち、土地及び

家屋に係る部分の額に100分の7.0を乗じ

て算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額)

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等

割額は、被保険者１人について8,400円と

する。

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等

割額は、被保険者１人について7,200円と

する。
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(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 8,100円

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 7,500円

(２) 特定世帯 4,050円 (２) 特定世帯 3,750円

(３) 特定継続世帯 6,075円 (３) 特定継続世帯 5,625円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割

額)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割

額)

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護

納付金課税被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等に100分の2.30を乗じて算

定する。

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護

納付金課税被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等に100分の1.60を乗じて算

定する。

(介護納付金課税被保険者に係る資産割

額)

第９条 削除 第９条 第２条第４項の資産割額は、介護

納付金課税被保険者に係る当該年度分の

固定資産額のうち、土地及び家屋に係る

部分の額に100分の8.0を乗じて算定す

る。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額)

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等

割額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて9,100円とする。

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等

割額は、介護納付金課税被保険者１人に

ついて8,100円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額)

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割

額は、１世帯について6,100円とする。

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割

額は、１世帯について5,300円とする。

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民

健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本
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文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が65万円を超える場合には、65万円)、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が20万円を超

える場合には、20万円)並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17

万円)の合算額とする。

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が65万円を超える場合には、65万円)、同

条第３項本文の後期高齢者支援金等課税

額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が20万円を超

える場合には、20万円)並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17

万円)の合算額とする。

(１) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者(前年中に法第703条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税

法(昭和40年法律第33号)第28条第１項

に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者(同条第１項に規定する給与

等の収入金額が55万円を超える者に限

る。)をいう。以下この号において同

じ。)の数及び公的年金等に係る所得を

有する者(前年中に法第703条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税

法第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定

する公的年金等控除額の控除を受けた

者(年齢65歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が60万円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110

万円を超える者に限る。)をいい、給与

所得を有する者を除く。)の数の合計数

(以下この条において「給与所得者等の

(１) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を

有する者(前年中に法第703条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税

法(昭和40年法律第33号)第28条第１項

に規定する給与所得について同条第３

項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者(同条第１項に規定する給与

等の収入金額が55万円を超える者に限

る。)をいう。以下この号において同

じ。)の数及び公的年金等に係る所得を

有する者(前年中に法第703条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税

法第35条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定

する公的年金等控除額の控除を受けた

者(年齢65歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が60万円を超え

る者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110

万円を超える者に限る。)をいい、給与

所得を有する者を除く。)の数の合計数

(以下この条において「給与所得者等の
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数」という。)が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加算した金額)を超えない世帯

に係る納税義務者

数」という。)が２以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た

金額を加算した金額)を超えない世帯

に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 16,80

0円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 15,05

0円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 16,310円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 15,050円

(イ) 特定世帯 8,155円 (イ) 特定世帯 7,525円

(ウ) 特定継続世帯 12,233円 (ウ) 特定継続世帯 11,288円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 5,880円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 5,040円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 5,670円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 5,250円

(イ) 特定世帯 2,835円 (イ) 特定世帯 2,625円

(ウ) 特定継続世帯 4,253円 (ウ) 特定継続世帯 3,938円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 6,3

70円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 5,6

70円
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カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 4,

270円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 3,

710円

(２) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき28万5,000円

を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者(前号に該当する者を除

く。)

(２) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき28万5,000円

を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者(前号に該当する者を除

く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 12,00

0円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 10,75

0円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 11,650円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 10,750円

(イ) 特定世帯 5,825円 (イ) 特定世帯 5,375円

(ウ) 特定継続世帯 8,738円 (ウ) 特定継続世帯 8,063円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 4,200円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 3,600円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平
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等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 4,050円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 3,750円

(イ) 特定世帯 2,025円 (イ) 特定世帯 1,875円

(ウ) 特定継続世帯 3,038円 (ウ) 特定継続世帯 2,813円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 4,5

50円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 4,0

50円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 3,

050円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 2,

650円

(３) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき52万円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前２号に該当する者を除く。)

(３) 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、43万円(納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を

加算した金額)に被保険者及び特定同

一世帯所属者１人につき52万円を加算

した金額を超えない世帯に係る納税義

務者(前２号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 4,800

円

ア 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 被保

険者(第１条第２項に規定する世帯

主を除く。) １人について 4,300

円

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

イ 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以
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外の世帯 4,660円 外の世帯 4,300円

(イ) 特定世帯 2,330円 (イ) 特定世帯 2,150円

(ウ) 特定継続世帯 3,495円 (ウ) 特定継続世帯 3,225円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 1,680円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 被保険者(第１条第２項

に規定する世帯主を除く。) １人に

ついて 1,440円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 1,620円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 1,500円

(イ) 特定世帯 810円 (イ) 特定世帯 750円

(ウ) 特定継続世帯 1,215円 (ウ) 特定継続世帯 1,125円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 1,8

20円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被

保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者(第１条第２項に規定する世

帯主を除く。) １人について 1,6

20円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 1,

220円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世

帯別平等割額 １世帯について 1,

060円

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者(以下「未就学

児」という。)がある場合における当該納

税義務者に対して課する被保険者均等割

額(当該納税義務者の世帯に属する未就

学児につき算定した被保険者均等割額

(前項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額)に限る。)は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者(以下「未就学

児」という。)がある場合における当該納

税義務者に対して課する被保険者均等割

額(当該納税義務者の世帯に属する未就

学児につき算定した被保険者均等割額

(前項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額)に限る。)は、当該被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を
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附 則

(施行期日等)

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。

(適用区分)

２ 改正後の琴浦町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以降の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。

減額して得た額とする。 減額して得た額とする。

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額

(１) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額

ア 前項第１号アに規定する金額を減

額した世帯 3,600円

ア 前項第１号アに規定する金額を減

額した世帯 8,600円

イ 前項第２号アに規定する金額を減

額した世帯 6,000円

イ 前項第２号アに規定する金額を減

額した世帯 5,375円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減

額した世帯 9,600円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減

額した世帯 3,225円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 12,000円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 10,750円

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次

に定める額

(２) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次

に定める額

ア 前項第１号ウに規定する金額を減

額した世帯 1,260円

ア 前項第１号ウに規定する金額を減

額した世帯 2,880円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減

額した世帯 2,100円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減

額した世帯 1,800円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減

額した世帯 3,360円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減

額した世帯 1,080円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 4,200円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 3,600円
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議案第５３号

琴浦町介護保険条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町介護保険条例の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志
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令和４年琴浦町条例第 号

琴浦町介護保険条例の一部を改正する条例

琴浦町介護保険条例(平成18年琴浦町条例第７号)の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

附 則 附 則

(新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免)

(新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免)

第10条 令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に納期限(特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。)が定

められている令和４年度分の保険料(令

和３年度分の保険料であって、令和３年

度末に第１号被保険者の資格を取得した

こと等により令和４年４月以降の期間に

納期限が到来するものを含む。)の減免に

ついては、次の各号のいずれかに該当す

る者は、第９条第１項に規定する保険料

の減免の要件を満たすものとして、同項

の規定を適用する。

第10条 令和２年２月１日から令和４年３

月31日までの間に納期限(特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。)が定

められている保険料(第１号被保険者の

資格を取得した日から14日以内に介護保

険法(平成９年法律第123号)第12条第１

項の規定による届出が行われなかったた

め令和２年２月１日以降に納期限が定め

られている保険料であって、当該届出が

第１号被保険者の資格を取得した日から

14日以内に行われていたならば同年２月

１日前に納期限が定められるべきものを

除く。)の減免については、次の各号のい

ずれかに該当する者は、第９条第１項に

規定する保険料の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 略 ２ 略
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附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条第１項の規定は、令

和４年４月１日から適用する。



議
案
第

５
４
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
１
７
，
５
９
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
，
９
４
７
，
５
９
３
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
２
条

地
方
債
の
追
加
、
変
更
、
及
び
廃
止
は
、
「
第
２
表

地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年

６
月

７
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本
ま
り
子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
１
．

地
方

交
付

税
4
,
3
1
0
,
0
0
0

2
,
6
3
9

4
,
3
1
2
,
6
3
9

１
．

地
方
交
付
税

4
,
3
1
0
,
0
0
0

2
,
6
3
9

4
,
3
1
2
,
6
3
9

１
５
．

国
庫

支
出

金
1
,
0
5
2
,
3
4
9

9
,
3
2
6

1
,
0
6
1
,
6
7
5

１
．

国
庫
負
担
金

7
5
3
,
3
6
4

1
,
5
9
0

7
5
4
,
9
5
4

２
．

国
庫
補
助
金

2
9
5
,
5
6
4

7
,
7
3
6

3
0
3
,
3
0
0

１
６
．

県
支

出
金

1
,
0
8
1
,
0
3
6

1
2
,
2
2
3

1
,
0
9
3
,
2
5
9

１
．

県
負
担
金

3
5
4
,
6
1
6

5
,
8
1
4

3
6
0
,
4
3
0

２
．

県
補
助
金

6
6
9
,
3
2
7

6
,
4
0
9

6
7
5
,
7
3
6

１
８
．

寄
附

金
3
5
7
,
9
1
1

1
,
0
0
8

3
5
8
,
9
1
9

１
．

寄
附
金

3
5
7
,
9
1
1

1
,
0
0
8

3
5
8
,
9
1
9

１
９
．

繰
入

金
5
0
5
,
5
6
2

5
2
,
4
6
0

5
5
8
,
0
2
2

１
．

特
別
会
計
繰
入
金

2
4
,
4
0
7

1
,
5
6
0

2
5
,
9
6
7

２
．

基
金
繰
入
金

4
8
1
,
1
5
5

5
0
,
9
0
0

5
3
2
,
0
5
5

２
１
．

諸
収

入
1
9
6
,
9
2
9

8
,
4
3
7

2
0
5
,
3
6
6

３
．

貸
付
金
元
利
収
入

1
0
,
3
6
0

6
1
0
,
3
6
6

５
．

雑
入

1
6
7
,
5
8
7

8
,
4
3
1

1
7
6
,
0
1
8

２
２
．

町
債

4
5
7
,
9
0
0

3
3
1
,
5
0
0

7
8
9
,
4
0
0

１
．

町
債

4
5
7
,
9
0
0

3
3
1
,
5
0
0

7
8
9
,
4
0
0

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
,
5
3
0
,
0
0
0

4
1
7
,
5
9
3

1
0
,
9
4
7
,
5
9
3

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

出
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

議
会

費
9
8
,
5
7
7

3
,
6
2
5

1
0
2
,
2
0
2

１
．

議
会
費

9
8
,
5
7
7

3
,
6
2
5

1
0
2
,
2
0
2

２
．

総
務

費
1
,
9
1
7
,
1
8
6

2
1
1
,
0
2
9

2
,
1
2
8
,
2
1
5

１
．

総
務
管
理
費

1
,
7
2
2
,
8
2
0

2
0
6
,
3
7
4

1
,
9
2
9
,
1
9
4

２
．

徴
税
費

1
2
0
,
8
0
2

△
4
,
5
7
7

1
1
6
,
2
2
5

３
．

戸
籍
住
民
登
録
費

4
9
,
2
1
4

9
,
2
3
2

5
8
,
4
4
6

３
．

民
生

費
3
,
2
8
2
,
4
1
9

6
4
2

3
,
2
8
3
,
0
6
1

１
．

社
会
福
祉
費

1
,
6
9
7
,
4
7
9

3
,
2
2
1

1
,
7
0
0
,
7
0
0

２
．

児
童
福
祉
費

1
,
4
1
4
,
7
9
7

△
2
,
5
7
9

1
,
4
1
2
,
2
1
8

４
．

衛
生

費
4
9
8
,
3
4
4

3
,
3
2
7

5
0
1
,
6
7
1

１
．

保
健
衛
生
費

2
4
3
,
9
9
7

△
1
,
0
8
7

2
4
2
,
9
1
0

２
．

清
掃
費

2
5
0
,
7
2
8

5
9
8

2
5
1
,
3
2
6

３
．

上
水
道
費

3
,
6
1
9

3
,
8
1
6

7
,
4
3
5

５
．

農
林

水
産

業
費

1
,
0
8
0
,
5
8
4

1
4
,
5
1
7

1
,
0
9
5
,
1
0
1

１
．

農
業
費

1
,
0
2
6
,
1
1
2

1
6
,
5
6
2

1
,
0
4
2
,
6
7
4

２
．

林
業
費

4
2
,
8
9
7

△
2
,
0
4
5

4
0
,
8
5
2

６
．

商
工

費
1
3
5
,
9
1
4

1
5
7
,
9
9
2

2
9
3
,
9
0
6

１
．

商
工
費

1
3
5
,
9
1
4

1
5
7
,
9
9
2

2
9
3
,
9
0
6

７
．

土
木

費
8
9
9
,
3
3
8

2
8
,
3
4
9

9
2
7
,
6
8
7

２
．

道
路
橋
梁
費

3
9
6
,
2
9
2

3
,
0
2
0

3
9
9
,
3
1
2

３
．

河
川
費

1
1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

1
4
,
4
0
0

４
．

都
市
計
画
費

3
7
6
,
3
6
0

2
2
,
8
4
3

3
9
9
,
2
0
3

５
．

住
宅
費

8
2
,
2
4
3

△
1
4

8
2
,
2
2
9

８
．

消
防

費
2
8
9
,
9
4
5

1
7
0

2
9
0
,
1
1
5

－
　
２
　
－



（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

消
防
費

2
8
9
,
9
4
5

1
7
0

2
9
0
,
1
1
5

９
．

教
育

費
8
7
1
,
5
3
4

△
2
,
3
5
2

8
6
9
,
1
8
2

１
．

教
育
総
務
費

1
7
2
,
5
1
2

△
3
3

1
7
2
,
4
7
9

２
．

小
学
校
費

1
1
2
,
5
8
4

1
,
3
0
1

1
1
3
,
8
8
5

３
．

中
学
校
費

7
7
,
8
5
1

5
5
0

7
8
,
4
0
1

４
．

社
会
教
育
費

2
7
4
,
8
7
2

△
7
6

2
7
4
,
7
9
6

５
．

保
健
体
育
費

2
3
3
,
7
1
5

△
4
,
0
9
4

2
2
9
,
6
2
1

１
１
．

公
債

費
1
,
4
3
9
,
5
5
4

0
1
,
4
3
9
,
5
5
4

１
．

公
債
費

1
,
4
3
9
,
5
5
4

0
1
,
4
3
9
,
5
5
4

１
２
．

諸
支

出
金

1
7
0

1
0
7

2
7
7

１
．

諸
費

1
7
0

1
0
7

2
7
7

１
３
．

予
備

費
1
5
,
8
6
4

1
8
7

1
6
,
0
5
1

１
．

予
備
費

1
5
,
8
6
4

1
8
7

1
6
,
0
5
1

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

1
0
,
5
3
0
,
0
0
0

4
1
7
,
5
9
3

1
0
,
9
4
7
,
5
9
3

－
　
３
　
－



１
.
追
加

（
単

位
：

千
円

）

2
.
変
更

（
単

位
：

千
円

）

3
.
廃
　
止

－
　

４
　

－

第
　

2
　

表
　

　
地

　
方

　
債

　
補

　
正

起
債
の
目
的

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
　

率
償

 
還

 
の

 
方

 
法

・
ふ
な
の
え
こ
ど

も
園
・
成
美
地
区
公
民
館
建
設
事
業

1
8
9
,
1
0
0

　
（
過
疎
対
策
事

業
債
）

・
河
内
川
河
床
掘

削
事
業

2
,
5
0
0

・
赤
碕
ふ
れ
あ
い

広
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業
（
過
疎
対
策

事
業

債
）

1
5
0
,
7
0
0

 
補

 
 
 
 
 
 
正

 
 
 
 
 
 
前

補
 
 
 
 
 
 
正

 
 
 
 
 
 
後

　

・
赤
碕
地
区
公
民

館
エ
ア
コ
ン
更
新
事
業

1
,
0
0
0
 
証

書
借

入
1
,
1
0
0

補
正

前
補

正
前

補
正

前

　
（
過
疎
対
策
事

業
債
）

 
又

は
証

券
に

同
じ

に
同

じ
に

同
じ

 
発

行

 
千

円

 
・
赤
碕
中
学
校
自
転
車
置
き
場
整
備
事
業

1
0
,
9
0
0
　

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
が

判
明

し
、

廃
止

す
る

も
の

。
　
（
過
疎
対
策
事

業
債
）

証
書

借
入

又
は

証
券

発
行

　
年

3
.
5
%
以

内
（

但
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

、
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）

　
政

府
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

も
の

に
よ

る
。

　
た

だ
し

、
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

又
は

繰
上

償
還

も
し

く
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

起
債
の
目
的

限
度
額

起
債

の
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節

一
般
財
源



一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
8
.
負
担
金
、
補

1
2
8
中
部
町
村
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
8

助
及
び
交
付

金

5
.
財
産
管

理
費

2
1
,
1
6
9

1
8
9
,
1
1
5

2
1
0
,
2
8
4

1
8
9
,
1
0
0

1
5

1
2
.
委
託
料

4
9
,
1
1
5
新
ふ
な
の
え
こ
ど
も
園
・
成
美
地
区
公
民
館

 
 
 
 
 
 
 
 
4
9
,
1
1
5

建
設
実
施
設
計
委
託
料

1
4
.
工
事
請
負
費

1
4
0
,
0
0
0
新
ふ
な
の
え
こ
ど
も
園
・
成
美
地
区
公
民
館

 
 
 
 
 
 
 
1
4
0
,
0
0
0

建
設
造
成
工
事

7
.
企
画
費

2
2
6
,
9
3
2

7
,
1
7
2

2
3
4
,
1
0
4

7
,
1
7
2

1
.
報
酬

1
,
3
6
2
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
3
6
2

2
.
給
料

1
,
9
3
3
正
規
職
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
4
2
9

一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
4
,
4
9
6

3
.
職
員
手
当
等

1
,
3
0
6
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
1

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
9

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
9

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
2
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0
8

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9
3

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
6

4
.
共
済
費

8
1
9
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
6
9

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

社
会
保
険
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
4

7
.
報
償
費

5
0
報
償
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

8
.
旅
費

6
4
普
通
旅
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

費
用
弁
償

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4

1
0
.
需
用
費

1
3
9
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
0

燃
料
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
9

印
刷
製
本
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0

－
　
１
１
　
－



（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
1
.
役
務
費

8
0
広
告
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0

手
数
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0

自
動
車
保
険
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0

1
3
.
使
用
料
及
び

4
0
6
使
用
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
0

賃
借
料

借
上
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1

賃
借
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
5

1
4
.
工
事
請
負
費

8
5
3
バ
ス
待
合
所
設
置
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
5
3

1
7
.
備
品
購
入
費

1
0
0
庁
用
器
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0

1
8
.
負
担
金
、
補

6
0
研
修
受
講
費
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
0

助
及
び
交
付

金

9
.
電
算
機

管
理

1
3
4
,
1
5
5

9
,
5
6
1

1
4
3
,
7
1
6

9
,
5
6
1

1
2
.
委
託
料

9
,
5
6
1
Ｄ
Ｘ
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
委
託
料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
2
1

費
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
靱
化
基
盤
更
新
業
務
委
託

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
,
2
4
0

料

1
2
.
諸
費

4
0
,
7
3
4

4
,
8
2
0

4
5
,
5
5
4

4
,
8
2
0

1
2
.
委
託
料

4
,
8
2
0
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
8
2
0

確
保
委
託
料

　
計

1
,
7
2
2
,
8
2
0

2
0
6
,
3
7
4

1
,
9
2
9
,
1
9
4

4
,
8
2
0

1
8
9
,
1
0
0

1
2
,
4
5
4

（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
徴
税
費

1
.
税
務
総

務
費

7
3
,
3
5
5

△
4
,
5
7
8

6
8
,
7
7
7

△
4
,
5
7
8

2
.
給
料

△
2
,
2
0
3
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
2
,
2
0
3

3
.
職
員
手
当
等

△
1
,
7
4
3
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
4

－
　
１
２
　
－

節

一
般
財
源



一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
6
7

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
0
9

4
.
共
済
費

△
6
3
2
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
2
5

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
7

2
.
賦
課
徴

収
費

4
7
,
4
4
7

1
4
7
,
4
4
8

1
1
8
.
負
担
金
、
補

1
中
部
地
区
租
税
教
育
推
進
協
議
会
負
担
金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

助
及
び
交
付

金

　
計

1
2
0
,
8
0
2

△
4
,
5
7
7

1
1
6
,
2
2
5

△
4
,
5
7
7

（
款
）
 
2
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
戸
籍
住
民
登
録
費

1
.
戸
籍
住

民
登

4
9
,
2
1
4

9
,
2
3
2

5
8
,
4
4
6

9
,
2
3
2

2
.
給
料

4
,
8
2
1
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
8
2
1

録
費

3
.
職
員
手
当
等

2
,
8
2
7
管
理
職
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
8
0

扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
8

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
6

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
8
5

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
1
8

4
.
共
済
費

1
,
5
8
4
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
5
6
8

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6

　
計

4
9
,
2
1
4

9
,
2
3
2

5
8
,
4
4
6

9
,
2
3
2

（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
社
会
福
祉
費

1
.
社
会
福

祉
総

1
5
5
,
1
0
0

9
,
0
5
9

1
6
4
,
1
5
9

7
,
4
0
4

1
,
6
5
5

3
.
職
員
手
当
等

△
1
8
期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
8

務
費

4
.
共
済
費

△
3
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3

－
　
１
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（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
社
会
福
祉
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

2
7
.
繰
出
金

9
,
0
8
0
国
保
（
基
盤
安
定
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
,
8
9
1

国
保
（
職
員
給
与
費
等
繰
出
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
0
3

国
保
（
そ
の
他
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
8
0

国
保
（
未
就
学
児
均
等
割
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2

2
.
社
会
福

祉
事

8
7
,
1
4
3

△
6
,
1
7
8

8
0
,
9
6
5

△
6
,
1
7
8

2
.
給
料

△
2
,
8
8
8
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
2
,
8
8
8

業
費

3
.
職
員
手
当
等

△
2
,
3
4
2
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
5
7

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
9

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
0

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
5
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
1
4

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
4
7

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
4
5

4
.
共
済
費

△
9
4
8
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
3
9

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9

3
.
同
和
対

策
総

1
,
0
9
4

2
8

1
,
1
2
2

2
8

1
8
.
負
担
金
、
補

2
8
郡
同
和
対
策
推
進
協
議
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8

務
費

助
及
び
交
付

金

1
0
.
介
護
保

険
事

3
2
9
,
2
2
7

3
1
2

3
2
9
,
5
3
9

3
1
2

2
7
.
繰
出
金

3
1
2
介
護
保
険
（
介
護
給
付
費
等
繰
出
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
2

業
費

　
計

1
,
6
9
7
,
4
7
9

3
,
2
2
1

1
,
7
0
0
,
7
0
0

7
,
4
0
4

△
4
,
1
8
3
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１
４
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
民

生
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
児
童
福
祉
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
児
童
福

祉
総

8
8
8
,
3
5
4

△
5
,
3
7
6

8
8
2
,
9
7
8

1
1
9

△
5
,
4
9
5

2
.
給
料

△
3
,
1
5
4
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
6
,
1
3
3

務
費

一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
9
7
9

3
.
職
員
手
当
等

△
9
6
4
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4
0

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
0
7

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
7

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
4

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
3
1

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
7

4
.
共
済
費

△
1
,
3
7
7
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
3
6
4

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
3

1
8
.
負
担
金
、
補

1
1
9
放
課
後
健
全
育
成
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
9

助
及
び
交
付

金

2
.
保
育
所

運
営

4
8
4
,
4
0
7

2
,
7
9
7

4
8
7
,
2
0
4

2
,
7
9
7

1
8
.
負
担
金
、
補

2
,
7
9
7
私
立
保
育
園
運
営
費
等
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
7
9
7

費
助
及
び
交
付

金

　
計

1
,
4
1
4
,
7
9
7

△
2
,
5
7
9

1
,
4
1
2
,
2
1
8

2
,
9
1
6

△
5
,
4
9
5

（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
保
健
衛
生
費

1
.
保
健
衛

生
総

9
1
,
0
4
5

△
2
,
0
8
7

8
8
,
9
5
8

△
2
,
0
8
7

2
.
給
料

△
1
,
2
2
4
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
5
9

務
費

一
般
職
母
子
保
健

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9
6
5

3
.
職
員
手
当
等

△
7
1
8
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
6
0

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
5

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
0

－
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（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
保
健
衛
生
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
1
8

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
1
5

4
.
共
済
費

△
1
4
5
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
4
4

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1

4
.
環
境
衛

生
費

2
3
,
0
6
6

1
,
0
0
0

2
4
,
0
6
6

1
,
0
0
0

2
3
.
投
資
及
び
出

1
,
0
0
0
出
資
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
0
0

資
金

　
計

2
4
3
,
9
9
7

△
1
,
0
8
7

2
4
2
,
9
1
0

△
1
,
0
8
7

（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
清
掃
費

1
.
じ
ん
芥

処
理

2
2
2
,
9
8
0

5
9
8

2
2
3
,
5
7
8

5
9
8

7
.
報
償
費

2
9
8
報
償
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
9
8

費

1
8
.
負
担
金
、
補

3
0
0
家
庭
用
生
ご
み
処
理
方
法
検
証
事
業
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0

助
及
び
交
付

金

　
計

2
5
0
,
7
2
8

5
9
8

2
5
1
,
3
2
6

5
9
8

（
款
）
 
4
.
 
衛

生
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
上
水
道
費

1
.
上
水
道

費
3
,
6
1
9

3
,
8
1
6

7
,
4
3
5

3
,
8
1
6

1
2
.
委
託
料

2
,
8
1
6
上
郷
専
用
水
道
接
続
に
係
る
管
網
解
析
業
務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
8
1
6

委
託
料

1
8
.
負
担
金
、
補

1
,
0
0
0
専
用
水
道
・
飲
料
水
供
給
施
設
等
修
理
費
補

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
0
0

助
及
び
交
付

助
金

金

　
計

3
,
6
1
9

3
,
8
1
6

7
,
4
3
5

3
,
8
1
6
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（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
（
項
）
 
1
.
 
農
業
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

1
.
農
業
委

員
会

3
8
,
7
5
5

1
4
0

3
8
,
8
9
5

1
4
0

1
1
.
役
務
費

3
7
通
信
運
搬
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
7

費

1
2
.
委
託
料

8
8
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
保
守
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
8

1
3
.
使
用
料
及
び

1
5
使
用
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5

賃
借
料

2
.
農
業
総

務
費

2
1
,
4
0
0

△
2
5
6

2
1
,
1
4
4

△
2
5
6

3
.
職
員
手
当
等

△
2
4
3
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
8
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
5

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
8

4
.
共
済
費

△
1
3
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
3

3
.
農
業
振

興
費

2
7
9
,
5
1
3

1
8
,
4
3
9

2
9
7
,
9
5
2

5
,
7
8
4

1
2
,
6
5
5

2
.
給
料

3
,
9
1
0
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
9
1
0

3
.
職
員
手
当
等

2
,
7
7
0
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
8

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
2
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
1
4
2

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
8
0

4
.
共
済
費

1
,
4
5
7
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
4
4
2

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5

1
8
.
負
担
金
、
補

1
0
,
3
0
2
特
定
野
菜
等
供
給
産
地
育
成
価
格
差
補
給
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
1

助
及
び
交
付

業
負
担
金

金
園
芸
施
設
等
復
旧
対
策
事
業
費
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
,
1
2
1

5
.
農
地
費

4
2
5
,
5
4
6

△
1
,
4
5
2

4
2
4
,
0
9
4

△
1
,
4
5
2

2
.
給
料

△
8
0
0
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
0
0

3
.
職
員
手
当
等

△
4
5
6
通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
4

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
4
7

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
2
7

－
　
１
７
　
－



（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
農
業
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
3
2

4
.
共
済
費

△
1
9
6
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
9
4

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2

6
.
地
籍
調

査
事

3
6
,
6
5
8

△
3
1
2

3
6
,
3
4
6

△
3
1
2

3
.
職
員
手
当
等

△
3
1
2
通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4

業
費

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
3
6

7
.
農
業
集

落
排

2
0
5
,
3
4
6

3
2
0
5
,
3
4
9

3
2
7
.
繰
出
金

3
下
水
道
事
業
会
計
繰
出
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

水
事
業

費

　
計

1
,
0
2
6
,
1
1
2

1
6
,
5
6
2

1
,
0
4
2
,
6
7
4

5
,
9
2
4

1
0
,
6
3
8

（
款
）
 
5
.
 
農

林
水

産
業

費
 
 
（
項
）
 
2
.
 
林
業
費

1
.
林
業
総

務
費

5
,
6
7
2

△
2
,
0
4
5

3
,
6
2
7

△
2
,
0
4
5

2
.
給
料

△
1
,
0
7
5
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
0
7
5

3
.
職
員
手
当
等

△
6
7
0
時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
4
1

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
9

4
.
共
済
費

△
3
0
0
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
9
7

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3

　
計

4
2
,
8
9
7

△
2
,
0
4
5

4
0
,
8
5
2

△
2
,
0
4
5

（
款
）
 
6
.
 
商

工
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
商
工
費

1
.
商
工
総

務
費

3
9
,
6
1
7

2
,
4
5
2

4
2
,
0
6
9

2
,
4
5
2

2
.
給
料

1
,
2
1
6
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
2
1
6

3
.
職
員
手
当
等

7
3
1
通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
4
7

－
　
１
８
　
－

節

一
般
財
源



一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4
8

4
.
共
済
費

3
9
1
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
8
7

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

8
.
旅
費

1
1
4
普
通
旅
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
4

3
.
観
光
費

5
3
,
9
6
5

1
5
5
,
5
4
0

2
0
9
,
5
0
5

1
5
0
,
7
0
0

1
,
0
0
8

3
,
8
3
2

1
2
.
委
託
料

4
,
8
4
0
道
の
駅
観
光
看
板
改
装
・
撤
去
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
8
4
0

1
4
.
工
事
請
負
費

1
5
0
,
7
0
0
赤
碕
ふ
れ
あ
い
広
場
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事 
 
 
 
 
 
 
1
5
0
,
7
0
0

　
計

1
3
5
,
9
1
4

1
5
7
,
9
9
2

2
9
3
,
9
0
6

1
5
0
,
7
0
0

1
,
0
0
8

6
,
2
8
4

（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
道
路
橋
梁
費

1
.
道
路
維

持
費

5
4
,
6
0
4

3
,
0
0
0

5
7
,
6
0
4

3
,
0
0
0

1
4
.
工
事
請
負
費

3
,
0
0
0
町
道
維
持
修
繕
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
0
0
0

2
.
道
路
新

設
改

2
9
1
,
3
1
6

2
0

2
9
1
,
3
3
6

2
0

2
.
給
料

2
0
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0

良
費

　
計

3
9
6
,
2
9
2

3
,
0
2
0

3
9
9
,
3
1
2

3
,
0
2
0

（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
河
川
費

1
.
河
川
維

持
費

1
1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

1
4
,
4
0
0

2
,
5
0
0

1
4
.
工
事
請
負
費

2
,
5
0
0
河
内
川
河
床
掘
削
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
0
0

　
計

1
1
,
9
0
0

2
,
5
0
0

1
4
,
4
0
0

2
,
5
0
0

（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
4
.
 
都
市
計
画
費

2
.
公
共
下

水
道

3
7
3
,
0
3
9

2
2
,
8
4
3

3
9
5
,
8
8
2

1
,
5
6
0

2
1
,
2
8
3

2
4
.
積
立
金

1
,
5
6
0
下
水
道
事
業
推
進
基
金
積
立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
5
6
0

事
業
費

2
7
.
繰
出
金

2
1
,
2
8
3
下
水
道
事
業
会
計
繰
出
金

 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
,
2
8
3

　
計

3
7
6
,
3
6
0

2
2
,
8
4
3

3
9
9
,
2
0
3

1
,
5
6
0

2
1
,
2
8
3

－
　
１
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（
款
）
 
7
.
 
土

木
費

 
 
（

項
）
 
5
.
 
住
宅
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
住
宅
管

理
費

8
2
,
2
4
3

△
1
4

8
2
,
2
2
9

△
1
4

3
.
職
員
手
当
等

△
1
4
期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
4

　
計

8
2
,
2
4
3

△
1
4

8
2
,
2
2
9

△
1
4

（
款
）
 
8
.
 
消

防
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
消
防
費

2
.
非
常
備

消
防

3
6
,
5
9
1

1
7
0

3
6
,
7
6
1

8
5

8
5

1
8
.
負
担
金
、
補

1
7
0
個
別
避
難
計
画
作
成
事
業
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
0

費
助
及
び
交
付

金

　
計

2
8
9
,
9
4
5

1
7
0

2
9
0
,
1
1
5

8
5

8
5

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
教
育
総
務
費

1
.
教
育
委

員
会

1
,
8
2
4

1
1
,
8
2
5

1
1
8
.
負
担
金
、
補

1
東
伯
地
区
教
育
委
員
会
連
絡
協
議
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

費
助
及
び
交
付

金

2
.
事
務
局

費
1
7
0
,
6
8
8

△
3
4

1
7
0
,
6
5
4

△
3
4

2
.
給
料

6
5
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
5

3
.
職
員
手
当
等

△
1
0
8
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
8
0

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
3
9

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
5

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
6

4
.
共
済
費

9
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

　
計

1
7
2
,
5
1
2

△
3
3

1
7
2
,
4
7
9

△
3
3

－
　
２
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－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
2
.
 
小
学
校
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

2
.
教
育
振

興
費

2
6
,
2
6
9

1
,
3
0
1

2
7
,
5
7
0

3
0
0

1
,
0
0
0

1
1
3
.
使
用
料
及
び

1
,
3
0
1
借
上
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
3
0
1

賃
借
料

　
計

1
1
2
,
5
8
4

1
,
3
0
1

1
1
3
,
8
8
5

3
0
0

1
,
0
0
0

1

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
3
.
 
中
学
校
費

1
.
学
校
管

理
費

5
0
,
7
4
0

0
5
0
,
7
4
0

△
1
0
,
9
0
0

1
0
,
9
0
0

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
.
教
育
振

興
費

2
7
,
1
1
1

5
5
0

2
7
,
6
6
1

1
0
0

4
5
0

1
3
.
使
用
料
及
び

5
5
0
借
上
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5
0

賃
借
料

　
計

7
7
,
8
5
1

5
5
0

7
8
,
4
0
1

1
0
0

△
1
0
,
9
0
0

1
1
,
3
5
0

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
4
.
 
社
会
教
育
費

1
.
社
会
教

育
総

6
2
,
7
1
2

△
5
,
6
0
8

5
7
,
1
0
4

△
5
,
6
0
8

2
.
給
料

△
3
,
3
1
7
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
3
,
3
1
7

務
費

3
.
職
員
手
当
等

△
1
,
3
5
1
管
理
職
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4
0

扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
0
2

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
6

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
7
6
9

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
5
4

4
.
共
済
費

△
1
,
0
4
8
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
0
3
9

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
9

1
8
.
負
担
金
、
補

1
0
8
郡
社
会
教
育
協
議
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
8

助
及
び
交
付

金

2
.
公
民
館

費
8
8
,
8
4
8

2
,
6
1
3

9
1
,
4
6
1

1
0
0

2
,
5
1
3

1
4
.
工
事
請
負
費

2
,
6
1
3
上
郷
地
区
公
民
館
前
舗
装
工
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
8
8

－
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（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
 
 
（

項
）
 
4
.
 
社
会
教
育
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

古
布
庄
地
区
公
民
館
駐
車
場
街
路
灯
設
置
工

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
9
2
5

事

3
.
文
化
財

保
護

6
,
9
8
2

2
8
9

7
,
2
7
1

2
8
9

1
8
.
負
担
金
、
補

2
8
9
文
化
財
保
存
保
護
・
活
用
事
業
補
助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
9

費
助
及
び
交
付

金

5
.
生
涯
学

習
セ

3
2
,
1
0
4

4
,
1
3
1

3
6
,
2
3
5

4
,
1
3
1

7
.
報
償
費

3
7
1
報
償
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
7
1

ン
タ
ー

運
営

費

1
0
.
需
用
費

1
5
消
耗
品
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5

1
2
.
委
託
料

3
,
7
4
5
浦
安
駅
自
由
通
路
点
検
委
託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
7
4
5

6
.
図
書
館

費
5
4
,
5
9
8

△
1
0
9

5
4
,
4
8
9

△
1
0
9

2
.
給
料

2
6
8
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
6
8

3
.
職
員
手
当
等

△
3
0
3
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
5
8

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
5
0

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1

4
.
共
済
費

△
7
4
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
7
4

8
.
人
権
・

同
和

2
4
,
6
5
2

△
1
,
3
9
2

2
3
,
2
6
0

△
1
,
3
9
2

1
.
報
酬

1
,
0
7
9
会
計
年
度
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
7
9

教
育
費

2
.
給
料

△
8
1
3
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
1
3

3
.
職
員
手
当
等

△
1
,
3
0
1
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
9
8

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
5

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
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２
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一
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一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
5
2

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
5
0

4
.
共
済
費

△
4
0
8
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
0
4

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4

8
.
旅
費

5
1
費
用
弁
償

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1

　
計

2
7
4
,
8
7
2

△
7
6

2
7
4
,
7
9
6

1
0
0

△
1
7
6

（
款
）
 
9
.
 
教

育
費

 
 
（

項
）
 
5
.
 
保
健
体
育
費

1
.
保
健
体

育
総

1
9
,
1
0
3

△
4
,
3
4
4

1
4
,
7
5
9

△
4
,
3
4
4

1
.
報
酬

1
,
5
7
4
会
計
年
度
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
5
7
4

務
費

2
.
給
料

△
3
,
5
8
9
一
般
職

 
 
 
 
 
 
 
△
3
,
5
8
9

3
.
職
員
手
当
等

△
1
,
2
7
4
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
8
0

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
5
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
2
2

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6
2
2

4
.
共
済
費

△
1
,
0
7
9
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
△
1
,
0
6
9

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
0

8
.
旅
費

2
4
費
用
弁
償

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
4

2
.
体
育
振

興
費

1
0
,
8
2
3

2
5
0

1
1
,
0
7
3

2
5
0

1
8
.
負
担
金
、
補

2
5
0
郡
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1

助
及
び
交
付

郡
体
育
協
会
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
1

金

　
計

2
3
3
,
7
1
5

△
4
,
0
9
4

2
2
9
,
6
2
1

△
4
,
0
9
4

－
　
２
３
　
－



（
款
）
 
1
1
.
 
公

債
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
公
債
費

一
　
　
　
般
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
元
金

1
,
3
7
2
,
9
0
1

0
1
,
3
7
2
,
9
0
1

1
4

△
1
4

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
計

1
,
4
3
9
,
5
5
4

0
1
,
4
3
9
,
5
5
4

1
4

△
1
4

（
款
）
 
1
2
.
 
諸

支
出

金
 
 
（

項
）
 
1
.
 
諸
費

1
.
国
県
支

出
金

1
7
0

1
0
7

2
7
7

1
0
7

2
2
.
償
還
金
、
利

1
0
7
返
納
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
7

返
納
金

子
及
び
割
引

料

　
計

1
7
0

1
0
7

2
7
7

1
0
7

（
款
）
 
1
3
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

1
5
,
8
6
4

1
8
7

1
6
,
0
5
1

1
8
7

1
8
7

　
計

1
5
,
8
6
4

1
8
7

1
6
,
0
5
1

1
8
7

－
　
２
４
　
－

節

一
般
財
源



議
案
第

５
５
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
，
４
９
４
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
０
０
２
，
２
４
３
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
６
月
７
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

国
民

健
康

保
険

税
3
6
1
,
5
0
8

7
,
7
0
4

3
6
9
,
2
1
2

１
．

国
民
健
康
保
険
税

3
6
1
,
5
0
8

7
,
7
0
4

3
6
9
,
2
1
2

４
．

県
支

出
金

1
,
4
7
8
,
9
1
4

1
,
3
2
0

1
,
4
8
0
,
2
3
4

１
．

県
補
助
金

1
,
4
7
8
,
9
1
4

1
,
3
2
0

1
,
4
8
0
,
2
3
4

７
．

繰
入

金
1
5
7
,
2
9
7

△
7
,
5
3
0

1
4
9
,
7
6
7

１
．

一
般
会
計
繰
入
金

1
4
0
,
6
8
7

9
,
0
8
0

1
4
9
,
7
6
7

２
．

基
金
繰
入
金

1
6
,
6
1
0

△
1
6
,
6
1
0

0

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
0
0
,
7
4
9

1
,
4
9
4

2
,
0
0
2
,
2
4
3

歳
　

出
国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

総
務

費
2
5
,
3
2
4

△
4
0
3

2
4
,
9
2
1

１
．

総
務
管
理
費

2
5
,
2
6
7

△
4
0
3

2
4
,
8
6
4

２
．

保
険

給
付

費
1
,
4
5
4
,
3
3
0

1
,
0
0
0

1
,
4
5
5
,
3
3
0

７
．

傷
病
手
当
金

0
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

３
．

国
民

健
康

保
険

事
業

費
納
付
金

4
9
5
,
7
5
0

0
4
9
5
,
7
5
0

１
．

医
療
給
付
費
分

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

２
．

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

３
．

介
護
納
付
金
分

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

１
０
．

予
備

費
1
,
1
8
4

8
9
7

2
,
0
8
1

１
．

予
備
費

1
,
1
8
4

8
9
7

2
,
0
8
1

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
0
0
,
7
4
9

1
,
4
9
4

2
,
0
0
2
,
2
4
3

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

国
民

健
康

保
険

税
3
6
1
,
5
0
8

7
,
7
0
4

3
6
9
,
2
1
2

４
．

県
支

出
金

1
,
4
7
8
,
9
1
4

1
,
3
2
0

1
,
4
8
0
,
2
3
4

７
．

繰
入

金
1
5
7
,
2
9
7

△
7
,
5
3
0

1
4
9
,
7
6
7

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
0
0
0
,
7
4
9

1
,
4
9
4

2
,
0
0
2
,
2
4
3

－
　
２
　
－

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

特
　

　
　
　

定
　

　
　

　
財

　
　

　
　

源

国
 県

 支
 
出
 金

地
　

方
　

債
そ
　

の
　

他

1.
総
務

費
25
,
32
4

△
4
03

24
,9

21
△

40
3

2.
保
険

給
付

費
1,

45
4,

33
0

1,
0
00

1,
4
55
,3

30
1,
00

0

3.
国
民

健
康

保
険

事
業

費
納
付

金
49
5,

75
0

0
4
95
,7

50
32

0
△
7
,1
27

6,
80
7

10
.
予
備

費
1,

18
4

8
97

2,
0
81

89
7

 歳
  
  

 出
 
  
  

合
 
  
  

計
2,

00
0,

74
9

1,
4
94

2,
0
02
,2

43
1,
32

0
△
7
,5
30

7,
70
4

（
歳

　
出

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

国
　

　
保

　
　

 （
単

位
：

千
円
）

款
補

正
前
の

額
補
正

額
計

一
 
般
 財

 源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
1
.
 
国

民
健

康
保

険
税

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
国
民
健
康
保
険
税

国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
一
般
被

保
険

者
国

民
健

康
3
6
1
,
4
9
4

7
,
7
0
4

3
6
9
,
1
9
8

1
.
現
年
課
税
分

7
,
7
0
4
医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
8
3
7

保
険
税

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
現
年
課
税
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
3
6
4

介
護
納
付
金
分
現
年
課
税
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
5
0
3

　
 
　

　
計

3
6
1
,
5
0
8

7
,
7
0
4

3
6
9
,
2
1
2

（
款
）
 
4
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
県
補
助
金

1
.
保
険
給

付
費

等
交

付
金

1
,
4
7
8
,
9
1
4

1
,
3
2
0

1
,
4
8
0
,
2
3
4

2
.
特
別
交
付
金

1
,
3
2
0
特
別
交
付
金

1
,
3
2
0

　
 
　

　
計

1
,
4
7
8
,
9
1
4

1
,
3
2
0

1
,
4
8
0
,
2
3
4

（
款
）
 
7
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
一
般
会
計
繰
入
金

1
.
一
般
会

計
繰

入
金

1
4
0
,
6
8
7

9
,
0
8
0

1
4
9
,
7
6
7

1
.
一
般
会
計
繰
入
金

9
,
0
8
0
保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
（
保
険
税
軽
減
分
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
,
6
9
3

保
険
基
盤
安
定
繰
入
金
（
保
険
者
支
援
分
）

2
,
1
9
8

未
就
学
児
均
等
割
保
険
税
繰
入
金

1
1
2

職
員
給
与
費
等
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
4
0
3

そ
の
他
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
8
0

　
 
　

　
計

1
4
0
,
6
8
7

9
,
0
8
0

1
4
9
,
7
6
7

（
款
）
 
7
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
2
.
 
基
金
繰
入
金

1
.
財
政
調

整
基

金
繰

入
金

1
6
,
6
1
0

△
1
6
,
6
1
0

0
1
.
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

△
1
6
,
6
1
0
財
政
調
整
基
金
繰
入
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
,
6
1
0

　
 
　

　
計

1
6
,
6
1
0

△
1
6
,
6
1
0

0

－
　
３
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
1
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
一
般
管

理
費

2
3
,
3
6
9

△
4
0
3

2
2
,
9
6
6

△
4
0
3

2
.
給
料

△
3
1
6
一
般
職
（
２
人
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
1
6

3
.
職
員
手
当
等

△
1
0
7
通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
0

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
6

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
8

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
5
4

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
6
8

退
職
手
当
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
8
1

4
.
共
済
費

2
0
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

　
計

2
5
,
2
6
7

△
4
0
3

2
4
,
8
6
4

△
4
0
3

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
7
.
 
傷
病
手
当
金

1
.
傷
病
手

当
金

0
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
8
.
負
担
金
、
補

1
,
0
0
0
傷
病
手
当
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
0
0

助
及
び
交
付

金

　
計

0
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
1
.
 
医
療
給

付
費
分

1
.
一
般
被

保
険

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

3
2
0

△
1
,
6
1
4

1
,
2
9
4

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
医
療

給
付

費
分

　
計

3
4
6
,
6
0
4

0
3
4
6
,
6
0
4

3
2
0

△
1
,
6
1
4

1
,
2
9
4

－
　
４
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
2
.
 
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
分

国
　
　
保
　
　
 
（
単
位
：
千
円
）

1
.
一
般
被

保
険

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

△
4
,
6
1
4

4
,
6
1
4

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
後
期

高
齢

者
支
援

金
等

分 　
計

1
1
5
,
3
3
8

0
1
1
5
,
3
3
8

△
4
,
6
1
4

4
,
6
1
4

（
款
）
 
3
.
 
国

民
健

康
保

険
事

業
費
納
付
金
 
 
（
項
）
 
3
.
 
介
護
納

付
金
分

1
.
介
護
納

付
金

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

△
8
9
9

8
9
9

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分 　
計

3
3
,
8
0
8

0
3
3
,
8
0
8

△
8
9
9

8
9
9

（
款
）
 
1
0
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

1
,
1
8
4

8
9
7

2
,
0
8
1

8
9
7

8
9
7

　
計

1
,
1
8
4

8
9
7

2
,
0
8
1

8
9
7

8
9
7

－
　
５
　
－



議
案
第

５
６
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
３
１
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
２
，
２
０
６
，
７
５
９
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
６
月
７
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

保
険

料
4
0
7
,
6
2
5

△
3
0
0

4
0
7
,
3
2
5

１
．

介
護
保
険
料

4
0
7
,
6
2
5

△
3
0
0

4
0
7
,
3
2
5

３
．

国
庫

支
出

金
5
7
2
,
6
9
5

3
7
9

5
7
3
,
0
7
4

２
．

国
庫
補
助
金

1
9
7
,
7
1
6

3
7
9

1
9
8
,
0
9
5

４
．

支
払

基
金

交
付

金
5
7
5
,
8
3
9

8
5
7
5
,
8
4
7

１
．

支
払
基
金
交
付
金

5
7
5
,
8
3
9

8
5
7
5
,
8
4
7

５
．

県
支

出
金

3
0
7
,
7
6
7

1
3
2

3
0
7
,
8
9
9

２
．

県
補
助
金

1
7
,
1
0
2

1
3
2

1
7
,
2
3
4

７
．

繰
入

金
3
3
6
,
1
7
6

3
1
2

3
3
6
,
4
8
8

１
．

一
般
会
計
繰
入
金

3
2
9
,
1
5
7

3
1
2

3
2
9
,
4
6
9

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
0
6
,
2
2
8

5
3
1

2
,
2
0
6
,
7
5
9

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

出
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

総
務

費
6
6
,
9
6
0

6
5
6

6
7
,
6
1
6

１
．

総
務
管
理
費

6
0
,
8
1
4

6
5
6

6
1
,
4
7
0

２
．

保
険

給
付

費
2
,
0
4
8
,
4
6
4

0
2
,
0
4
8
,
4
6
4

１
．

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

1
,
9
1
5
,
7
0
0

0
1
,
9
1
5
,
7
0
0

３
．

地
域

支
援

事
業

費
9
0
,
2
1
0

2
8

9
0
,
2
3
8

３
．

一
般
介
護
予
防
事
業
費

2
7
,
9
5
1

2
8

2
7
,
9
7
9

６
．

予
備

費
3
4
1

△
1
5
3

1
8
8

１
．

予
備
費

3
4
1

△
1
5
3

1
8
8

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
0
6
,
2
2
8

5
3
1

2
,
2
0
6
,
7
5
9

－
　
２
　
－



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

保
険

料
4
0
7
,
6
2
5

△
3
0
0

4
0
7
,
3
2
5

３
．

国
庫

支
出

金
5
7
2
,
6
9
5

3
7
9

5
7
3
,
0
7
4

４
．

支
払

基
金

交
付

金
5
7
5
,
8
3
9

8
5
7
5
,
8
4
7

５
．

県
支

出
金

3
0
7
,
7
6
7

1
3
2

3
0
7
,
8
9
9

７
．

繰
入

金
3
3
6
,
1
7
6

3
1
2

3
3
6
,
4
8
8

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

2
,
2
0
6
,
2
2
8

5
3
1

2
,
2
0
6
,
7
5
9

－
　
３
　
－



（
歳
　
出
）

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
特
　
　

　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

1
.
総
務
費

6
6
,
9
6
0

6
5
6

6
7
,
6
1
6

3
8
1

2
7
5

2
.
保
険
給

付
費

2
,
0
4
8
,
4
6
4

0
2
,
0
4
8
,
4
6
4

1
2
0

△
1
2
0

3
.
地
域
支

援
事

業
費

9
0
,
2
1
0

2
8

9
0
,
2
3
8

1
0

1
8

6
.
予
備
費

3
4
1

△
1
5
3

1
8
8

△
1
5
3

 
歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

2
,
2
0
6
,
2
2
8

5
3
1

2
,
2
0
6
,
7
5
9

5
1
1

2
0

－
　
４
　
－

一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
1
.
 
保

険
料

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
介
護
保
険
料

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
第
１
号

被
保

険
者

保
険

料
4
0
7
,
6
2
5

△
3
0
0

4
0
7
,
3
2
5

1
.
現
年
度
分
特
別
徴
収
保
険

△
3
0
0
現
年
度
分
特
別
徴
収
保
険
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
0

料

　
 
　

　
計

4
0
7
,
6
2
5

△
3
0
0

4
0
7
,
3
2
5

（
款
）
 
3
.
 
国

庫
支

出
金

 
 
 
 
（
項
）
 
2
.
 
国
庫
補
助
金

1
.
調
整
交

付
金

1
5
6
,
6
6
1

1
2
0

1
5
6
,
7
8
1

2
.
特
別
調
整
交
付
金

1
2
0
特
別
調
整
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
0

2
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

2
1
,
2
1
1

7
2
1
,
2
1
8

1
.
現
年
度
分

7
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7

（
介
護

予
防

事
業

）

3
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

1
2
,
6
6
1

2
5
2

1
2
,
9
1
3

1
.
現
年
度
分

2
5
2
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
5
2

（
包
括

的
支

援
事

業

・
任
意

事
業

）

　
 
　

　
計

1
9
7
,
7
1
6

3
7
9

1
9
8
,
0
9
5

（
款
）
 
4
.
 
支

払
基

金
交

付
金

 
 
 
 
（
項
）
 
1
.
 
支
払
基
金
交
付
金

2
.
地
域
支

援
事

業
支

援
交

付
2
2
,
9
0
6

8
2
2
,
9
1
4

1
.
現
年
度
分

8
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

金 　
 
　

　
計

5
7
5
,
8
3
9

8
5
7
5
,
8
4
7

（
款
）
 
5
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
2
.
 
県
補
助
金

1
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

1
0
,
6
0
6

3
1
0
,
6
0
9

1
.
現
年
度
分

3
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

（
介
護

予
防

事
業

）

－
　
５
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



（
款
）
 
5
.
 
県

支
出

金
 
 
 
 
（

項
）
 
2
.
 
県
補
助
金

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

2
.
地
域
支

援
事

業
交

付
金

6
,
4
9
6

1
2
9

6
,
6
2
5

1
.
現
年
度
分

1
2
9
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
9

（
包
括

的
支

援
事

業
）

　
 
　

　
計

1
7
,
1
0
2

1
3
2

1
7
,
2
3
4

（
款
）
 
7
.
 
繰

入
金

 
 
 
 
（

項
）
 
1
.
 
一
般
会
計
繰
入
金

3
.
地
域
支

援
事

業
繰

入
金

1
0
,
6
0
6

3
1
0
,
6
0
9

1
.
現
年
度
分

3
介
護
予
防
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

（
介
護

予
防

事
業

）

4
.
地
域
支

援
事

業
繰

入
金

6
,
4
9
6

1
2
9

6
,
6
2
5

1
.
現
年
度
分

1
2
9
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
9

（
包
括

的
支

援
事

業

・
任
意

事
業

）

7
.
一
般
会

計
繰

入
金

（
コ

ロ
0

1
8
0

1
8
0

1
.
一
般
会
計
繰
入
金
（
コ
ロ

1
8
0
一
般
会
計
繰
入
金
（
コ
ロ
ナ
減
免
繰
入
金
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
0

ナ
減
免

繰
入

金
）

ナ
減
免
繰
入
金
）

　
 
　

　
計

3
2
9
,
1
5
7

3
1
2

3
2
9
,
4
6
9

－
　
６
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
1
.
 
総

務
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
総
務
管
理
費

介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

3
.
包
括
支

援
セ

3
8
,
9
7
4

6
5
6

3
9
,
6
3
0

3
8
1

2
7
5

2
.
給
料

2
3
3
一
般
職
（
４
人
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
3

ン
タ
ー

運
営

費

3
.
職
員
手
当
等

3
0
0
扶
養
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
0

通
勤
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
9

時
間
外
勤
務
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

児
童
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
3
0
0

期
末
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
9

勤
勉
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
5
6

住
居
手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
2
5
8

退
職
手
当
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
9

4
.
共
済
費

1
2
3
共
済
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1

互
助
会
納
付
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

　
計

6
0
,
8
1
4

6
5
6

6
1
,
4
7
0

3
8
1

2
7
5

（
款
）
 
2
.
 
保

険
給

付
費

 
 
（
項
）
 
1
.
 
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費

1
.
介
護
サ

ー
ビ

1
,
9
1
5
,
7
0
0

0
1
,
9
1
5
,
7
0
0

1
2
0

△
1
2
0

財
源
組
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ス
等
諸

費

　
計

1
,
9
1
5
,
7
0
0

0
1
,
9
1
5
,
7
0
0

1
2
0

△
1
2
0

－
　
７
　
－

節

一
般
財
源



（
款
）
 
3
.
 
地

域
支

援
事

業
費

 
 
（
項
）
 
3
.
 
一
般
介
護
予
防
事
業

費
介
　
　
　
護
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
一
般
介

護
予

2
7
,
9
5
1

2
8

2
7
,
9
7
9

1
0

1
8

2
.
給
料

2
2
一
般
職
（
１
人
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2

防
事
業

費

3
.
職
員
手
当
等

6
退
職
手
当
組
合
負
担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

　
計

2
7
,
9
5
1

2
8

2
7
,
9
7
9

1
0

1
8

（
款
）
 
6
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

3
4
1

△
1
5
3

1
8
8

△
1
5
3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
△
1
5
3
 

 

　
計

3
4
1

△
1
5
3

1
8
8

△
1
5
3

－
　
８
　
－

節

一
般
財
源



議
案
第

５
７
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
以
西
財
産
区
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

令
和
４
年
度
琴
浦
町
以
西
財
産
区
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
１
条

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
８
，
６
１
５
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
９
８
，
０
５
８
千
円
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
「
第
１
表

歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。



令
和
４
年
６
月
７
日

提
出

琴
浦
町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



歳
　

入
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

財
産

収
入

5
9
7

2
8
,
6
1
5

2
9
,
2
1
2

２
．

財
産
売
払
収
入

2
2
8
,
6
1
5

2
8
,
6
1
7

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

6
9
,
4
4
3

2
8
,
6
1
5

9
8
,
0
5
8

第
 
１

 
表

 
 
 
 
 
 
歳

 
 
入

 
 
歳

 
 
出

　
予

 
 
算

 
 
補

 
 
正

－
　
１
　
－



歳
　

出
（
単
位
：
千
円
）

款
項

補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

財
産

区
管

理
会

費
1
,
6
5
4

1
4
,
3
0
8

1
5
,
9
6
2

１
．

管
理
会
費

1
,
6
5
4

1
4
,
3
0
8

1
5
,
9
6
2

２
．

予
備

費
6
7
,
7
8
9

1
4
,
3
0
7

8
2
,
0
9
6

１
．

予
備
費

6
7
,
7
8
9

1
4
,
3
0
7

8
2
,
0
9
6

歳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

6
9
,
4
4
3

2
8
,
6
1
5

9
8
,
0
5
8

－
　
２
　
－



歳
　

入
　

歳
　

出
　

補
　

正
　

予
　

算
　

事
　

項
　

別
　

明
　

細
　

書

１
．

総
　

括
（

歳
　
入
）

以
　
　
　
財
　
（
単
位
：
千
円
）

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計

１
．

財
産

収
入

5
9
7

2
8
,
6
1
5

2
9
,
2
1
2

　
　

　
　

 
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

6
9
,
4
4
3

2
8
,
6
1
5

9
8
,
0
5
8

－
　
３
　
－



（
歳
　
出
）

以
　
　
　
財
　
（
単
位
：
千
円
）

補
　
正
　
額
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

款
補
正
前
の
額

補
正
額

計
特
　
　

　
　
定
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源

国
 
県
 
支
 
出
 
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

1
.
財
産
区

管
理

会
費

1
,
6
5
4

1
4
,
3
0
8

1
5
,
9
6
2

1
4
,
3
0
8

2
.
予
備
費

6
7
,
7
8
9

1
4
,
3
0
7

8
2
,
0
9
6

1
4
,
3
0
7

 
歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

6
9
,
4
4
3

2
8
,
6
1
5

9
8
,
0
5
8

1
4
,
3
0
8

1
4
,
3
0
7

－
　
４
　
－

一
 
般
 
財
 
源



２
．

歳
　

入

（
款
）
 
1
.
 
財

産
収

入
 
 
 
 
（

項
）
 
2
.
 
財
産
売
払
収
入

以
　
　
　
財
　
（
単
位
：
千
円
）

節

区
　
　
　
　
　
分

金
　
　
額

1
.
不
動
産

売
払

収
入

2
2
8
,
6
1
5

2
8
,
6
1
7

1
.
土
地
売
払
収
入

2
8
,
6
1
5
土
地
売
払
収
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8
,
6
1
5

　
 
　

　
計

2
2
8
,
6
1
5

2
8
,
6
1
7

－
　
５
　
－

目
補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明



３
．

歳
　

出

（
款
）
 
1
.
 
財

産
区

管
理

会
費

 
 
（
項
）
 
1
.
 
管
理
会
費

以
　
　
　
財
　
（
単
位
：
千
円
）

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳

目
補

正
前

の
額

補
　
正
　
額

計
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

区
　
　
分

金
　
額

1
.
一
般
管

理
費

1
,
6
5
4

1
4
,
3
0
8

1
5
,
9
6
2

1
4
,
3
0
8

1
8
.
負
担
金
、
補

1
4
,
3
0
8
旧
帽
子
取
第
1
処
分
場
用
地
売
却
分
収
交
 
付

 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
,
3
0
8

助
及
び
交
付

金

金

　
計

1
,
6
5
4

1
4
,
3
0
8

1
5
,
9
6
2

1
4
,
3
0
8

（
款
）
 
2
.
 
予

備
費

 
 
（

項
）
 
1
.
 
予
備
費

1
.
予
備
費

6
7
,
7
8
9

1
4
,
3
0
7

8
2
,
0
9
6

1
4
,
3
0
7

1
4
,
3
0
7

　
計

6
7
,
7
8
9

1
4
,
3
0
7

8
2
,
0
9
6

1
4
,
3
0
7

－
　
６
　
－

節

一
般
財
源



議
案
第

５
８
　
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

第
１
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
２
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を

次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

支
出

第
１
款

水
道
事
業
費
用

２
７
１
，
０
３
８
千
円

１
，
１
４
７
千
円

２
７
２
，
１
８
５
千
円

第
１
項

営
業
費
用

２
５
０
，
５
１
１
千
円

１
，
１
４
７
千
円

２
５
１
，
６
５
８
千
円

第
３
条

予
算
第
７
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

職
員
給
与
費

３
１
，
１
１
６
千
円

１
，
１
４
７
千
円

３
２
，
２
６
３
千
円



令
和
４
年
６
月
７
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本

ま
り

子

令
和
４
年

月
日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

2
1

水
道

事
業

費
用

2
7
1
,0

3
8

1
,1

4
7

2
7
2
,1

8
5

0
1

営
業

費
用

2
5
0
,5

1
1

1
,1

4
7

2
5
1
,6

5
8

0
2

配
水

及
び

給
水

費
3
5
,9

8
7

1
,0

3
0

3
7
,0

1
7

0
4

総
係

費
3
1
,4

1
3

1
1
7

3
1
,5

3
0

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
実

施
計

画

収
益

的
収

入
及

び
支

出

支
　

出

款
項

目

-
1
-



一
般

職
扶

養
手

当
期

末
手

当
勤

勉
手

当
児

童
手

当
期

末
手

当
引

当
金

勤
勉

手
当

引
当

金
共

済
負

担
金

互
助

会
負

担
金

退
職

手
当

組
合

負
担

金
共

済
負

担
金

引
当

金

期
末

手
当

共
済

負
担

金

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

 (
第

１
号

)説
明

書

収
益

的
収

入
及

び
支

出
支

　
出

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　
款

・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

2
1
 水

道
事

業
費

用
2
7
1
,0

3
8

1
,1

4
7

2
7
2
,1

8
5

 0
1
)営

業
費

用
2
5
0
,5

1
1

1
,1

4
7

2
5
1
,6

5
8

0
2
 配

水
及

び
給

水
費

3
5
,9

8
7

1
,0

3
0

3
7
,0

1
7

0
1
0
 給

料
△

 6
2

△
 6

2
千

円
0
2
0
 手

当
9
5
4

4
2
0
千

円
  
  

1
7
8
千

円
  
  

5
6
千

円
  
  

3
0
0
千

円
0
3
0
 賞

与
引

当
金

繰
2
1

2
4
千

円
  
  
入

額
△

 3
千

円
0
5
0
 法

定
福

利
費

1
0
7

1
2
1
千

円
  
  

1
千

円
  
  

△
 1

5
千

円
0
6
0
 法

定
福

利
費

引
1
0

1
0
千

円
  
  
当

金
繰

入
額

0
4
 総

係
費

3
1
,4

1
3

1
1
7

3
1
,5

3
0

0
2
0
 手

当
9
8

9
8
千

円
0
5
0
 法

定
福

利
費

1
9

1
9
千

円

-
2
-



（
単
位
：
千
円
）

3
4
,
1
1
8

1
5
0
,
4
8
2

1
,
3
3
9 0

△
 
2
7 3

△
 
2
9
,
3
2
9

△
 
6
8

1
8
,
4
7
6

△
 
1

2
,
9
1
7

△
 
4
3
,
0
5
9

1
3
4
,
8
5
1

6
8

△
 
1
8
,
4
7
6

1
1
6
,
4
4
3

△
 
2
3
7
,
9
2
6

1
0
,
0
0
0

△
 
2
2
7
,
9
2
6

1
7
8
,
2
0
0

△
 
9
8
,
6
2
3 0 0

7
9
,
5
7
7

△
 
3
1
,
9
0
6

3
9
6
,
4
0
8

3
6
4
,
5
0
2

令
和

4
年

度
琴

浦
町

水
道

事
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

（
令

和
4
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

5
年

3
月

3
1
日

ま
で
）

間
接
法
に
よ
り
作
成

(
1
)
　
業
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
当
年
度
純
利
益

　
　
　
　
減
価
償
却
費

　
　
　
　
資
産
減
耗
費

　
　
　
　
貸
倒
引
当
金
の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
賞
与
引
当
金
の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
法
定
福
利
費
引
当

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）
　
　
　
　
長
期
前
受
金
戻
入

額
　
　
　
　
受
取
利
息
及
び
受

取
配

当
金

　
　
　
　
支
払
利
息

　
　
　
　
有
形
固
定
資
産
売

却
損

益
（

△
は

益
）

　
　
　
　
未
収
金
の
増
減
額

（
△

は
増

加
）

　
　
　
　
未
払
金
の
増
減
額

（
△

は
減

少
）

　
　
　
　
小
計

　
　
　
　
利
息
及
び
配
当
金

の
受

取
額

　
　
　
　
利
息
の
支
払
額

　
　
　
　
業
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

(
2
)
　
投
資
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
固
定
資
産
の
取
得

に
よ

る
支

出
　
　
　
　
他
会
計
か
ら
の
繰

入
金

に
よ

る
収

入
　
　
　
　
投
資
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

(
3
)
　
財
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
　
　
　
　
企
業
債
に
よ
る
収

入
　
　
　
　
企
業
債
の
償
還
に

よ
る

支
出

　
　
　
　
他
会
計
か
ら
の
出

資
に

よ
る

収
入

　
　
　
　
リ
ー
ス
債
務
の
返

済
に

よ
る

支
出

　
　
　
　
財
務
活
動
に
よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー

　
　
　
資
金
増
加
額
（
又
は

減
少

額
）

　
　
　
資
金
期
首
残
高

　
　
　
資
金
期
末
残
高

-
3
-



(単
位

：
円

)

１
 固

定
資

産
（
１

）
有

形
固

定
資

産
　

　
イ

　
土

地
3
5
,8

6
5
,7

8
9

　
　

ロ
　

建
物

5
3
,6

1
9
,4

8
5

　
　

　
　

建
物

減
価

償
却

累
計

額
△

 3
1
,9

6
6
,1

6
7

2
1
,6

5
3
,3

1
8

　
　

ハ
　

構
築

物
6
,3

5
5
,4

1
2
,3

5
7

　
　

　
　

構
築

物
減

価
償

却
累

計
額

△
 2

,8
8
1
,9

0
7
,2

2
7

3
,4

7
3
,5

0
5
,1

3
0

　
　

ニ
　

機
械

及
び

装
置

4
3
8
,8

4
3
,3

5
2

　
　

　
　

機
械

及
び

装
置

減
価

償
却

累
計

額
△

 3
0
3
,6

9
3
,5

6
1

1
3
5
,1

4
9
,7

9
1

　
　

ホ
　

車
両

及
び

運
搬

具
2
,9

3
6
,7

2
9

　
　

　
　

車
両

及
び

運
搬

具
減

価
償

却
累

計
額

△
 2

,7
8
9
,8

9
4

1
4
6
,8

3
5

　
　

ヘ
　

工
具

器
具

及
び

備
品

9
,6

6
8
,3

8
2

　
　

　
　

工
具

器
具

及
び

備
品

減
価

償
却

累
計

額
△

 2
,8

9
4
,7

2
9

6
,7

7
3
,6

5
3

　
　

ト
　

リ
ー

ス
資

産
0

　
　

　
　

リ
ー

ス
資

産
減

価
償

却
累

計
額

0
0

　
　

チ
　

建
設

仮
勘

定
2
0
,8

5
4
,8

1
9

　
　

有
形

固
定

資
産

合
計

3
,6

9
3
,9

4
9
,3

3
5

（
２

）
無

形
固

定
資

産
　

　
イ

　
水

道
台

帳
ソ

フ
ト

0
　

　
無

形
固

定
資

産
合

計
0

　
　

固
定

資
産

合
計

3
,6

9
3
,9

4
9
,3

3
5

２
 流

動
資

産
（
１

）
現

金
預

金
3
6
4
,5

0
1
,6

8
6

（
２

）
未

収
金

5
,5

6
3
,7

3
9

　
　

　
貸

倒
引

当
金

△
 4

,5
0
8
,6

7
4

1
,0

5
5
,0

6
5

（
３

）
貯

蔵
品

0
（
４

）
前

払
金

0
（
５

）
そ

の
他

流
動

資
産

0
　

　
流

動
資

産
合

計
3
6
5
,5

5
6
,7

5
1

資
 産

 合
 計

4
,0

5
9
,5

0
6
,0

8
6

令
和

4
年

度
琴

浦
町

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
(令

和
5
年

3
月

3
1
日

)

資
産

の
部

-
4
-



３
 固

定
負

債
（
１

）
企

業
債

1
,3

7
1
,7

9
8
,3

4
9

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

0
固

定
負

債
合

計
1
,3

7
1
,7

9
8
,3

4
9

４
 流

動
負

債
（
１

）
企

業
債

8
4
,0

6
1
,0

4
6

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

0
（
３

）
未

払
金

　
　

イ
　

営
業

未
払

金
4
,7

7
9
,6

6
0

　
　

ロ
　

営
業

外
未

払
金

1
,0

0
0
,0

0
0

　
　

ハ
　

そ
の

他
の

未
払

金
0

 　
　

 未
払

金
合

計
 

5
,7

7
9
,6

6
0

（
４

）
前

受
金

0
（
５

）
引

当
金

　
　

イ
　

賞
与

引
当

金
2
,0

4
9
,0

0
0

　
　

ロ
　

法
定

福
利

費
引

当
金

4
1
0
,0

0
0

　
　

　
引

当
金

合
計

2
,4

5
9
,0

0
0

（
６

）
そ

の
他

流
動

負
債

0
流

動
負

債
合

計
9
2
,2

9
9
,7

0
6

５
 繰

延
収

益
（
１

）
長

期
前

受
金

1
,1

6
3
,8

5
6
,9

1
6

（
２

）
収

益
化

累
計

額
△

 4
6
2
,0

4
9
,1

1
8

繰
延

収
益

合
計

7
0
1
,8

0
7
,7

9
8

負
 債

 合
 計

2
,1

6
5
,9

0
5
,8

5
3

負
債

の
部

-
5
-



６
 資

本
金

（
１

）
固

有
資

本
金

1
5
,5

2
7
,7

3
3

（
２

）
出

資
金

2
3
6
,9

0
2
,1

3
7

（
３

）
繰

入
資

本
金

3
7
3
,2

6
9
,1

2
8

（
４

）
組

入
資

本
金

5
8
7
,3

5
7
,2

2
7

資
本

金
合

計
1
,2

1
3
,0

5
6
,2

2
5

７
 剰

余
金

（
１

）
資

本
剰

余
金

　
　

イ
　

受
贈

財
産

評
価

額
1
6
2
,0

7
7
,6

9
6

　
　

ロ
　

寄
附

金
8
,4

0
8
,6

8
1

　
　

ハ
　

そ
の

他
資

本
剰

余
金

1
3
1
,0

6
1
,8

4
4

資
本

剰
余

金
合

計
3
0
1
,5

4
8
,2

2
1

（
２

）
利

益
剰

余
金

　
　

イ
　

減
債

積
立

金
0

　
　

ロ
　

建
設

改
良

積
立

金
1
0
0
,0

0
0
,0

0
0

　
　

ハ
　

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2
7
8
,9

9
5
,7

8
7

利
益

剰
余

金
合

計
3
7
8
,9

9
5
,7

8
7

剰
余

金
合

計
6
8
0
,5

4
4
,0

0
8

資
 本

 合
 計

1
,8

9
3
,6

0
0
,2

3
3

負
 債

 資
 本

 合
 計

4
,0

5
9
,5

0
6
,0

8
6

資
本

の
部

-
6
-



議
案
第
５
９
号

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

第
１
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
２
条

令
和
４
年
度
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
定
め
た
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
、
次
の
と
お

り
補
正
す
る
。

第
３
条

予
算
第
４
条
本
文
括
弧
書
中
「
不
足
す
る
額
2
8
7
,
3
9
3
千
円
」
を
「
不
足
す
る
額
2
7
7
,
9
3
3
千
円
」
、「
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
6
8
,
3
1
6

千
円
」
を
「
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
5
8
,
8
5
6
千
円
」
に
改
め
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
、
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

収
入

第
１
款

下
水
道
事
業
収
益

８
９
８
，
５
９
１
千
円

３
２
，
２
８
６
千
円

９
３
０
，
８
７
７
千
円

第
１
項

営
業
収
益

２
４
２
，
４
７
９
千
円

１
１
，
０
０
０
千
円

２
５
３
，
４
７
９
千
円

第
２
項

営
業
外
収
益

６
３
３
，
５
６
３
千
円

２
１
，
２
８
６
千
円

６
５
４
，
８
４
９
千
円

支
出

第
１
款

下
水
道
事
業
費
用

８
９
３
，
５
１
９
千
円

３
３
，
８
４
６
千
円

９
２
７
，
３
６
５
千
円

第
１
項

営
業
費
用

７
５
２
，
４
３
３
千
円

３
３
，
９
３
０
千
円

７
８
６
，
３
６
３
千
円

第
３
項

特
別
損
失

５
，
２
２
０
千
円

△
８
４
千
円

５
，
１
３
６
千
円



第
４
条

予
算
第
５
条
に
定
め
た
企
業
債
の
限
度
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

収
入

第
１
款

資
本
的
収
入

３
１
５
，
９
９
６
千
円

△
２
８
，
５
６
０
千
円

２
８
７
，
４
３
６
千
円

第
１
項

企
業

債
４
７
，
６
０
０
千
円

△
１
３
，
５
０
０
千
円

３
４
，
１
０
０
千
円

第
４
項

国
庫
補
助
金

２
３
，
９
０
０
千
円

△
１
５
，
０
６
０
千
円

８
，
８
４
０
千
円

支
出

第
１
款

資
本
的
支
出

６
０
３
，
３
８
９
千
円

△
３
８
，
０
２
０
千
円

５
６
５
，
３
６
９
千
円

第
１
項

建
設
改
良
費

９
３
，
８
１
７
千
円

△
３
８
，
０
２
０
千
円

５
５
，
７
９
７
千
円

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

公
共
下
水
道
事

業
債

千
円

35
,
6
00

証
書
借
入
又

は
証
券
発
行

3.
5
％
以
内

(但
し
、
利
率
見
直

し
方
式
で
借
入
れ

る
資
金
に
つ
い
て

利
率
の
見
直
し
を

行
っ
た
後
に
お
い

て
は
、
当
該
見
直

し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融

資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の

場
合
に
は
そ
の
債
権
者
と
協
定

す
る
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、
財

政
の
都
合
に
よ
り
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
又
は
繰

上
償
還
も
し
く
は
低
利
に
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円

2
5
,
30
0

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

過
疎
対
策
事
業

債

千
円

12
,
0
00

証
書
借
入
又

は
証
券
発
行

3.
5
％
以
内

(但
し
、
利
率
見
直

し
方
式
で
借
入
れ

る
資
金
に
つ
い
て

利
率
の
見
直
し
を

行
っ
た
後
に
お
い

て
は
、
当
該
見
直

し
後
の
利
率
)

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融

資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の

場
合
に
は
そ
の
債
権
者
と
協
定

す
る
も
の
に
よ
る
。
た
だ
し
、
財

政
の
都
合
に
よ
り
据
置
期
間
及

び
償
還
期
限
を
短
縮
し
、
又
は
繰

上
償
還
も
し
く
は
低
利
に
借
換

え
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
円

8
,
80
0

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

補
正
前
に
同

じ

計
47
,
6
00

3
4
,
10
0



第
５
条

予
算
第
８
条
に
定
め
た
経
費
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
６
条

予
算
第
９
条
に
定
め
た
補
助
金
の
金
額
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
４
年
６
月
７
日

提
出

琴
浦

町
長

福
本
ま
り
子

令
和
４
年
６
月

日

琴
浦
町
議
会
議
長

大
平

高
志

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

職
員

給
与

費
２
６
，
０
７
０
千
円

２
，
４
６
７
千
円

２
８
，
５
３
７
千
円

（
科

目
）

（
既
決
予
定
額
）

（
補
正
予
定
額
）

（
計
）

他
会
計
補
助
金

３
３
８
，
０
８
５
千
円

２
１
，
２
８
６
千
円

３
５
９
，
３
７
１
千
円



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

1
1

下
水

道
事

業
収

益
8
9
8
,5

9
1

3
2
,2

8
6

9
3
0
,8

7
7

0
1

営
業

収
益

2
4
2
,4

7
9

1
1
,0

0
0

2
5
3
,4

7
9

0
3

補
助

金
0

1
1
,0

0
0

1
1
,0

0
0

0
2

営
業

外
収

益
6
3
3
,5

6
3

2
1
,2

8
6

6
5
4
,8

4
9

0
2

他
会

計
補

助
金

3
3
8
,0

8
5

2
1
,2

8
6

3
5
9
,3

7
1

既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

2
1

下
水

道
事

業
費

用
8
9
3
,5

1
9

3
3
,8

4
6

9
2
7
,3

6
5

0
1

営
業

費
用

7
5
2
,4

3
3

3
3
,9

3
0

7
8
6
,3

6
3

0
1

管
路

費
2
6
,9

5
3

8
0

2
7
,0

3
3

0
3

処
理

場
費

1
1
8
,1

7
5

3
1
1
8
,1

7
8

0
5

総
係

費
3
8
,4

0
0

3
3
,8

4
7

7
2
,2

4
7

0
3

特
別

損
失

5
,2

2
0

△
 8

4
5
,1

3
6

0
3

過
年

度
損

益
修

正
損

5
,2

2
0

△
 8

4
5
,1

3
6

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
 (

第
1
号

)実
施

計
画

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

入

款
項

目

支
　

出

款
項

目

-
1
-



既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

3
1

資
本

的
収

入
3
1
5
,9

9
6

△
 2

8
,5

6
0

2
8
7
,4

3
6

0
1

企
業

債
4
7
,6

0
0

△
 1

3
,5

0
0

3
4
,1

0
0

0
1

建
設

改
良

債
4
7
,6

0
0

△
 1

3
,5

0
0

3
4
,1

0
0

0
6

国
庫

補
助

金
2
3
,9

0
0

△
 1

5
,0

6
0

8
,8

4
0

0
1

国
庫

補
助

金
2
3
,9

0
0

△
 1

5
,0

6
0

8
,8

4
0

既
決

予
定

額


（
千

円
）

補
正

予
定

額


（
千

円
）

計


（
千

円
）

4
1

資
本

的
支

出
6
0
3
,3

8
9

△
 3

8
,0

2
0

5
6
5
,3

6
9

0
1

建
設

改
良

費
9
3
,8

1
7

△
 3

8
,0

2
0

5
5
,7

9
7

0
1

管
路

建
設

改
良

費
8
5
,2

2
9

△
 3

8
,0

2
0

4
7
,2

0
9

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

入

款
項

目

支
　

出

款
項

目

-
2
-



公
共

下
水

道
費

補
助

金

一
般

会
計

繰
入

金

期
末

・
勤

勉
手

当
共

済
負

担
金

水
道

料
金

一
般

職
通

勤
手

当
時

間
外

手
当

児
童

手
当

期
末

勤
勉

手
当

住
居

手
当

期
末

・
勤

勉
手

当
引

当
金

共
済

負
担

金
互

助
会

負
担

金
4
千

円
共

済
負

担
金

引
当

金
互

助
会

負
担

金
引

当
金

令
和

4
年

度
 琴

浦
町

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
 (

第
１

号
)説

明
書

収
益

的
収

入
及

び
支

出
収

　
入

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　
款

・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

1
1
 下

水
道

事
業

収
益

8
9
8
,5

9
1

3
2
,2

8
6

9
3
0
,8

7
7

 0
1
)営

業
収

益
2
4
2
,4

7
9

1
1
,0

0
0

2
5
3
,4

7
9

0
3
 補

助
金

0
1
1
,0

0
0

1
1
,0

0
0

0
1
0
 国

庫
補

助
金

1
1
,0

0
0

1
1
,0

0
0
千

円
 0

2
)営

業
外

収
益

6
3
3
,5

6
3

2
1
,2

8
6

6
5
4
,8

4
9

0
2
 他

会
計

補
助

金
3
3
8
,0

8
5

2
1
,2

8
6

3
5
9
,3

7
1

0
1
0
 他

会
計

補
助

金
2
1
,2

8
6

2
1
,2

8
6
千

円

支
　

出
　

　
　

明
　

　
　

　
　

細
　

　
　

款
・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

2
1
 下

水
道

事
業

費
用

8
9
3
,5

1
9

3
3
,8

4
6

9
2
7
,3

6
5

 0
1
)営

業
費

用
7
5
2
,4

3
3

3
3
,9

3
0

7
8
6
,3

6
3

0
1
 管

路
費

2
6
,9

5
3

8
0

2
7
,0

3
3

0
2
0
 手

当
7
0

7
0
千

円
0
5
0
 法

定
福

利
費

1
0

1
0
千

円
0
3
 処

理
場

費
1
1
8
,1

7
5

3
1
1
8
,1

7
8

1
4
0
 光

熱
水

費
3

3
千

円
0
5
 総

係
費

3
8
,4

0
0

3
3
,8

4
7

7
2
,2

4
7

0
1
0
 給

料
1
,0

5
8

1
,0

5
8
千

円
0
2
0
 手

当
5
7
4

△
1
0
4
千

円
2
2
千

円
△

6
0
千

円
4
7
6
千

円
2
4
0
千

円
0
3
0
 賞

与
引

当
金

繰
1
2
6

1
2
6
千

円
  
  
入

額
0
5
0
 法

定
福

利
費

3
3
3

3
2
9
千

円

0
6
0
 法

定
福

利
費

引
3
1

3
0
千

円
  
  
当

金
繰

入
額

1
千

円

-
3
-



退
職

手
当

組
合

負
担

金

事
業

計
画

検
討

業
務

一
般

会
計

繰
出

金

前
年

度
分

賞
与

引
当

金
等

公
共

下
水

道
事

業
債

△
1
0
,3

0
0
千

円
過

疎
対

策
事

業
債

公
共

下
水

道
費

補
助

金

事
業

計
画

検
討

業
務

機
械

・
電

気
設

備
更

新

0
8
0
 退

職
手

当
組

合
2
6
5

2
6
5
千

円
  
  
負

担
金

1
8
0
 委

託
料

2
9
,9

0
0

2
9
,9

0
0
千

円
3
2
0
 負

担
金

1
,5

6
0

1
,5

6
0
千

円
 0

3
)特

別
損

失
5
,2

2
0

△
 8

4
5
,1

3
6

0
3
 過

年
度

損
益

修
5
,2

2
0

△
 8

4
5
,1

3
6

  
 正

損
5
7
0
 過

年
度

損
益

修
△

 8
4

△
8
4
千

円
  
  
正

損

資
本

的
収

入
及

び
支

出
収

　
入

　
　

　
明

　
　

　
　

　
細

　
　

　
款

・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

3
1
 資

本
的

収
入

3
1
5
,9

9
6

△
 2

8
,5

6
0

2
8
7
,4

3
6

 0
1
)企

業
債

4
7
,6

0
0

△
 1

3
,5

0
0

3
4
,1

0
0

0
1
 建

設
改

良
債

4
7
,6

0
0

△
 1

3
,5

0
0

3
4
,1

0
0

0
1
0
 下

水
道

事
業

債
△

 1
3
,5

0
0

△
3
,2

0
0
千

円
 0

6
)国

庫
補

助
金

2
3
,9

0
0

△
 1

5
,0

6
0

8
,8

4
0

0
1
 国

庫
補

助
金

2
3
,9

0
0

△
 1

5
,0

6
0

8
,8

4
0

0
1
0
 国

庫
補

助
金

△
 1

5
,0

6
0

△
1
5
,0

6
0
千

円

支
　

出
　

　
　

明
　

　
　

　
　

細
　

　
　

款
・
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

節
金

額
附

記
（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

（
千

円
）

4
1
 資

本
的

支
出

6
0
3
,3

8
9

△
 3

8
,0

2
0

5
6
5
,3

6
9

 0
1
)建

設
改

良
費

9
3
,8

1
7

△
 3

8
,0

2
0

5
5
,7

9
7

0
1
 管

路
建

設
改

良
8
5
,2

2
9

△
 3

8
,0

2
0

4
7
,2

0
9

  
 費

1
8
0
 委

託
料

△
 2

9
,9

0
0

△
2
9
,9

0
0
千

円
3
7
0
 工

事
請

負
費

△
 8

,1
2
0

△
8
,1

2
0
千

円

-
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7
,
1
2
8

千
円

5
5
6
,
2
1
4

千
円

1
1
,
3
2
0

千
円

4
,
4
1
7

千
円

1
,
6
0
7

千
円

3
1
5

千
円

△
 
2
9
5
,
4
3
8

千
円

0
千
円

1
2
3
,
6
0
9

千
円

1
0
,
5
4
6

千
円

△
 
6
9

千
円

4
1
9
,
6
4
9

千
円

0
千
円

△
 
1
2
3
,
6
0
9

千
円

2
9
6
,
0
4
0

千
円

△
 
5
0
,
8
1
4

千
円

8
,
0
3
4

千
円

5
2
,
2
9
8

千
円

1
9
,
0
2
5

千
円

2
8
,
5
4
3

千
円

3
4
,
1
0
0

千
円

△
 
5
0
9
,
5
7
1

千
円

1
6
6
,
0
4
0

千
円

△
 
3
0
9
,
4
3
1

千
円

1
5
,
1
5
2

千
円

2
3
,
0
4
8

千
円

3
8
,
2
0
0

千
円

令
和
４
年
度
 
琴
浦
町
下
水
道
事
業
会
計
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

（
令

和
4
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

5
年

3
月

3
1
日

ま
で

：
間

接
法

に
よ
り
作
成
）

(
1
)
　
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

当
期
純

利
益

減
価
償

却
費

資
産
減

耗
費

貸
倒
引

当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

賞
与
引

当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

法
定
福

利
費
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

長
期
前

受
金
戻
入
額

受
取
利

息
及
び
配
当
金

支
払
利

息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費

未
収
金

の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

未
払
金

の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

小
計

利
息
及

び
配
当
金
の
受
取
額

利
息
及

び
企
業
債
取
扱
諸
費
の
支
払
額

業
務
活

動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

(
2
)
　
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

有
形
固

定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

国
庫
補

助
金
等
に
よ
る
収
入

一
般
会

計
等
か
ら
の
繰
入
金
に
よ
る
収
入

受
益
者

負
担
金
等
に
よ
る
収
入

投
資
活

動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

(
3
)
　
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

建
設
改

良
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

建
設
改

良
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

出
資
金

に
よ
る
収
入

財
務
活

動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
）

資
金
期
首
残
高

資
金
期
末
残
高

-
5
-



1
　

固
　

定
　
資
　
産

円
円

円
円

6
1
1
,
0
5
4
,
6
8
1

5
7
1
,
7
4
3
,
0
5
0

△
 
2
1
,
8
3
1
,
2
0
3

5
4
9
,
9
1
1
,
8
4
7

1
5
,
8
7
4
,
0
0
6
,
3
1
4

△
 
4
1
9
,
4
0
9
,
3
9
1

1
5
,
4
5
4
,
5
9
6
,
9
2
3

9
4
3
,
0
4
3
,
2
8
5

△
 
1
1
3
,
1
0
6
,
4
0
0

8
2
9
,
9
3
6
,
8
8
5

8
0
,
7
6
6 0

8
0
,
7
6
6

2
6
6
,
3
0
0

△
 
8
6
,
6
1
7

1
7
9
,
6
8
3

1
7
,
4
4
5
,
7
6
0
,
7
8
5

(
2
)
ヘ

5
,
3
4
0
,
0
0
2

5
,
3
4
0
,
0
0
2

1
7
,
4
5
1
,
1
0
0
,
7
8
7

2
　

流
　

動
　
資
　
産

(
1
)

3
8
,
2
0
0
,
9
4
8

(
2
)

1
0
,
3
7
8
,
0
0
0

△
 
4
,
4
1
7
,
1
9
9

5
,
9
6
0
,
8
0
1

(
3
)

0

(
4
)

0

(
5
)

0

4
4
,
1
6
1
,
7
4
9

1
7
,
4
9
5
,
2
6
2
,
5
3
6

令
和
４
年
度
 
琴
浦
町
下
水
道
事
業
予
定
貸
借
対
照
表

（
令

和
 
５

 
年

 
３

 
月

３
１

日
）

資
　
　
産
　
　
の
　
　
部

(
1
)

有
形

固
定

資
産

イ
土

地

ロ
建

物

減
価

償
却

累
計

額

ハ
構

築
物

減
価

償
却

累
計

額

ニ
機

械
及

び
装

置

減
価

償
却

累
計

額

ホ
車

両
運

搬
具

減
価

償
却

累
計

額

ヘ
工

具
・

器
具

及
び

備
品

減
価

償
却

累
計

額

有
形

固
定

資
産

合
計

無
形

固
定

資
産

そ
の

他
無

形
固

定
資

産

無
形

固
定

資
産

合
計

固
定

資
産

合
計

現
金

預
金

未
収

金

貸
倒

引
当

金

有
価

証
券

貯
蔵

品

前
払

費
用

前
払

金

流
動

資
産

合
計

資
産

合
計
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3
　

固
　

定
　
負
　
債

円
円

円
円

(
1
)

7
,
2
5
2
,
6
9
9
,
2
5
1

(
2
)

0

7
,
2
5
2
,
6
9
9
,
2
5
1

4
　

流
　

動
　
負
　
債

(
1
)

5
2
8
,
5
0
8
,
2
7
9

(
2
)

0

(
3
)

営
業

未
払

金
1
4
,
5
6
9
,
4
4
4

営
業

外
未

払
金

1
0
,
2
5
7
,
0
0
0

そ
の

他
未

払
金

0
2
4
,
8
2
6
,
4
4
4

(
4
)

0

(
5
)

賞
与

引
当

金
1
,
6
0
6
,
6
9
7

法
定

福
利
費
引
当
金

3
1
5
,
0
9
5

1
,
9
2
1
,
7
9
2

5
5
5
,
2
5
6
,
5
1
5

5
　

繰
　

延
　
収
　
益

(
1
)

8
,
7
0
4
,
1
4
3
,
5
8
8

(
2
)

△
 
2
9
5
,
4
3
8
,
3
2
6

8
,
4
0
8
,
7
0
5
,
2
6
2

1
6
,
2
1
6
,
6
6
1
,
0
2
8

負
　
　
債
　
　
の
　
　
部

企
業

債

リ
ー

ス
債

務

固
定

負
債

合
計

企
業

債

リ
ー

ス
債

務

未
払

金

イ ロ ハ

未
払

費
用

引
当

金

イ ロ

引
当

金
合

計

流
動

負
債

合
計

長
期

前
受

金

収
益

化
累

計
額

繰
延

収
益

合
計

負
債

合
計

-
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6
　

資
　

　
本
　
　
金

円
円

円
円

(
1
)

7
5
6
,
3
4
6
,
5
2
9

(
2
)

1
6
6
,
0
4
0
,
0
0
0

(
3
)

0

9
2
2
,
3
8
6
,
5
2
9

7
　

剰
　

　
余
　
　
金

(
1
)

イ
3
6
1
,
2
9
3

ロ
2
8
5
,
9
7
8
,
6
9
5

ハ
1
9
,
3
6
8
,
0
0
0

二
4
3
,
3
7
9
,
4
7
8

3
4
9
,
0
8
7
,
4
6
6

(
2
)

イ
建

設
改

良
積

立
金

0

ロ
7
,
1
2
7
,
5
1
3

7
,
1
2
7
,
5
1
3

3
5
6
,
2
1
4
,
9
7
9

1
,
2
7
8
,
6
0
1
,
5
0
8

1
7
,
4
9
5
,
2
6
2
,
5
3
6

資
　
　
本
　
　
の
　
　
部

固
有

資
本

金

出
資

金

組
入

資
本

金

資
本

金
合

計

資
本

剰
余

金

受
贈

財
産

評
価

額

国
庫

補
助

金

県
補

助
金

他
会

計
補

助
金

資
本

剰
余

金
合

計

利
益

剰
余

金

当
年

度
未
処
分

利
益
剰
余

金

利
益

剰
余

金
合

計

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

負
債

資
本

合
計

-
8
-



60 - 1

議案第６０号

財産の取得について(除雪ドーザー)

次のとおり、除雪ドーザーを取得することについて、地方自治法(昭和２

２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

１ 取得財産名 除雪ドーザー

２ 納品場所 琴浦町大字松谷５６４番地１８３

琴浦町除雪車格納庫

３ 納期限 令和４年１１月１８日

４ 購入金額 一金 ２３，３２０，０００ 円

５ 契約の方法 指名競争入札

６ 契約者

(１) 住所 鳥取県東伯郡北栄町土下４１０番地

(２) 氏名 有限会社吉村オートサービス

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



61 - 1

議案第６１号

琴浦町赤碕財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて

令和４年７月２２日任期満了の琴浦町赤碕財産区管理委員に次の者を選任し

たいので、琴浦町財産区管理会条例(平成１７年琴浦町条例第３８号)第３条の規

定により、本議会の同意を求める。

１ 委員

２ 任期 令和４年７月２３日から令和８年７月２２日まで

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

氏名

中西 和弘(なかにし かずひろ)

田中 正人(たなか まさと)

坂本 繁紀(さかもと しげき)

井木 裕(いぎ ゆたか）

加藤 順子(かとう じゅんこ）

阿部 信恵(あべ のぶえ）

大平 高志(おおひら たかし）



62 - 1

議案第６２号

琴浦町成美財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて

令和４年７月２２日任期満了の琴浦町成美財産区管理委員に次の者を選任し

たいので、琴浦町財産区管理会条例(平成１７年琴浦町条例第３８号)第３条の規

定により、本議会の同意を求める。

１ 委員

２ 任期 令和４年７月２３日から令和８年７月２２日まで

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

氏名

山﨑 昭壽(やまさき あきとし)

佐伯 銑一(さえき せんいち)

淺田 義彰(あさだ よしあき)

池信 良治(いけのぶ りょうじ)

前田 英敏(まえた ひでとし)

前田 富明(まえた とみあき)

前田 譲(まえた ゆずる)



63 - 1

議案第６３号

琴浦町安田財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて

令和４年７月２２日任期満了の琴浦町安田財産区管理委員に次の者を選任し

たいので、琴浦町財産区管理会条例(平成１７年琴浦町条例第３８号)第３条の規

定により、本議会の同意を求める。

１ 委員

２ 任期 令和４年７月２３日から令和８年７月２２日まで

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

氏名

北村 繁樹(きたむら しげき)

生越 満(おこし みつる)

谷本 一徳(たにもと かずのり)

小泉 傑(こいずみ すぐる)

永田 憲男(ながた のりお)

秦野 英作(はたの えいさく)

中 正裕(なかにし まさひろ)



64 - 1

議案第６４号

琴浦町以西財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて

令和４年７月２２日任期満了の琴浦町以西財産区管理委員に次の者を選任し

たいので、琴浦町財産区管理会条例(平成１７年琴浦町条例第３８号)第３条の規

定により、本議会の同意を求める。

１ 委員

２ 任期 令和４年７月２３日から令和８年７月２２日まで

令和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ４ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

氏名

谷口 和久(たにぐち かずひさ)

小椋 雅晴(おぐら まさはる)

山根 喜義(やまね きよし)

那須 典久(なす のりひさ)

山下 修(やました おさむ)

髙力 幸吉(こうりき こうきち)

小川 克彦(おがわ かつひこ)
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